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補 1－1 

 

東海第二発電所 所内常設直流電源設備（３系統目）設置工事の概要 

 

[工事目的] 

  更なる信頼性を向上するため，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源

喪失）した場合に，重大事故等の対処に必要な設備に直流電源を供給するため，特に高

い信頼性を有する３系統目の所内常設直流電源設備として，125V 系蓄電池（３系統目）

を設置する。 

 

[工事概要] 

  125V系蓄電池1組（制御弁式据置鉛蓄電池，容量：6000 Ah）及び関連設備(充電器等)

の設置 

 

[工事概要図] 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※朱記箇所は新設範囲 

東海第二発電所 所内常設直流電源設備（３系統目）概要図 
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補 1－2 

 

[所内常設直流電源設備（３系統目）の設備仕様] 

  125V 系蓄電池（３系統目）は既設の直流電源設備である 125V 系蓄電池(A 系・B 系)と

同型の制御弁式据置鉛蓄電池を採用する。 

  125V 系蓄電池（３系統目）の仕様は以下のとおり。 

名称 仕様 

 

125V 系蓄電池（３系統目） 

型式 制御弁式据置鉛蓄電池 

組数 1（1 組当たり 130 個） 

容量 6000 Ah 

電圧 125 V 
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補足－2【設計及び工事計画認可申請における 

適用条文等の整理について】 
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補 2-1 

設計及び工事計画認可申請における適用条文等の整理について 

1. 概 要

今回，東海第二発電所の所内常設直流電源設備（３系統目）及び関連設備の設置を実施する

ため，設計及び工事の計画の認可申請を行う。 

本資料では，「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく当該手続き

を行うにあたり，申請対象が適用を受ける「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に

関する規則」（以下「技術基準規則」という。）の条文を整理するとともに，適合性の確認が必

要となる条文を明確にする。 

2. 技術基準規則の適用条文の整理結果

本設計及び工事の計画の申請対象である所内常設直流電源設備（３系統目）の技術基準規則

の適用条文は，以下に示すとおり。 

(1) 所内常設直流電源設備（３系統目）の適用条文・・・下表及び補足-16

なお，所内常設直流電源設備（３系統目）等は第 78 条（準用）第２項が適用されるため，「原

子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令」の条文について整理した結果

を別添に示す。 

【申請対象】 

(1) その他発電用原子炉の附属施設（非常用電源設備）

1 非常用電源設備

4 非常用電源設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格 

(2) 計測制御系統施設

4 計測制御系統施設

10 計測制御系統施設（発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。）

の基本設計方針，適用基準及び適用規格 

【凡例】 

○：適用条文であり，今回の申請で適合性を確認する必要がある条文

△：適用条文であるが，既に適合性が確認されている条文，又は工事計画に係る内容に影

響を受けないことが明確に確認できる条文 

×：適用を受けない条文 
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補 2-2 

(1) その他発電用原子炉の附属施設（非常用電源設備）

技術基準規則 

条文 

適用要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第 ４ 条 

設計基準対象施設の地盤 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，設計基準対象

施設の地盤に該当しないため、適用を受けない。 

第 ５ 条 

地震による損傷の防止 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，

原子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内

常設直流電源設備（３系統目）を設置するが，地震によ

る損傷の防止に係る設備に該当しないため、適用を受け

ない。 

第 ６ 条 

津波による損傷の防止 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，津波防護対象

設備に該当しないため、適用を受けない。 

第 ７ 条 

外部からの衝撃による損

傷の防止 

× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，外部からの衝

撃により防護すべき施設に該当しないため、適用を受け

ない。 

第 ８ 条 

立入りの防止 
△ 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置することから，変更後

においても立入りの防止に影響がないこと（適合してい

ること）を確認する必要があり，変更の工事の内容（本申

請内容）に対し，適合性を確認する必要がある条文（以下

「適合性確認対象条文」という。）となるが，立入りの防

止が図られた建屋内に設置する工事であり，工事計画に

係る内容に影響を受けないことが明確に確認できること

から，技術基準の適合性に影響はない。また，平成 30 年

10 月 18 日付け原規規発第 1810181 号及び令和 5 年 5 月

31 日付け原規規発第 2305317 号にて認可された工事の計

画（以下「既工事計画」という。）で確認された設計を変

更するものではなく，基本設計方針についても変更はな

い。 
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補 2-3 

 

技術基準規則 

条文 

適用要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第 ９ 条 

発電用原子炉施設への人

の不法な侵入等の防止 

△ 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置することから，変更後

においても発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防

止に影響がないこと（適合していること）を確認する必要

があり，変更の工事の内容（本申請内容）に対し，適合性

確認対象条文となるが，人の不法な侵入や不正な侵入等

の防止が図られた建屋内に設置する工事であり，工事計

画に係る内容に影響を受けないことが明確に確認できる

ことから，技術基準の適合性に影響はない。また，既工事

計画で確認された設計を変更するものではなく，基本設

計方針についても変更はない。 

第１０条 

急傾斜地の崩壊の防止 
× 

東海第二発電所において急傾斜地崩壊危険区域に指定さ

れた箇所はないため，適用を受けない。 

第１１条 

火災による損傷の防止 
△ 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に設置す

ることから，変更後においても火災による損傷の防止に

関する設計への影響がないこと（適合していること）を確

認する必要があるが，既工事計画で確認された火災防護

を行う機器等の選定並びに火災区域及び火災区画の設

定，火災発生防止に係る設計，火災の感知及び消火に係る

設計，火災の影響軽減対策に係る設計，その他の内部火災

に係る防護の設計を変更するものではないことから，技

術基準の適合性に影響はない。また，既工事計画で確認さ

れた設計を変更するものではなく，基本設計方針につい

ても変更はない。 

第１２条 

発電用原子炉施設内にお

ける溢水等による損傷の

防止 

× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，発電用原子炉

施設内における溢水等による損傷の防止に係る設計を変

更するものではないため，適用を受けない。 
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補 2-4 

 

技術基準規則 

条文 

適用要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第１３条 

安全避難通路等 
△ 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置することから，変更後

においても安全避難通路等に影響がないこと（適合して

いること）を確認する必要があり，変更の工事の内容（本

申請内容）に対し，適合性確認対象条文なるが，安全避難

通路等が設定された建屋内に設置する工事であり，工事

計画に係る内容に影響を受けないことが明確に確認でき

ることから，技術基準の適合性に影響はない。また，既工

事計画において確認された設計を変更するものではな

く，基本設計方針についても変更はない。 

第１４条 

安全設備 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，

原子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内

常設直流電源設備（３系統目）を設置するが，安全設備

に該当しないため，適用を受けない。 

第１５条 

設計基準対象施設の機能 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，

原子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内

常設直流電源設備（３系統目）を設置するが，設計基準

対象施設の機能に係る設備に該当しないため，適用を受

けない。 

第１６条 

全交流動力電源喪失対策

設備 

× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，全交流動力電

源喪失対策設備に該当しないため，適用を受けない。 

第１７条 

材料及び構造 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，材料及び構造

の適用対象である，容器，管，ポンプ，弁及びこれらの支

持構造物に該当しないため，適用を受けない。 

第１８条 

使用中の亀裂等による破

壊の防止 

× 維持基準であることから，適用を受けない。 
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補 2-5 

技術基準規則 

条文 

適用要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第１９条 

流体振動等による損傷防

止 

× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，流体振動等に

よる損傷防止に係る設備に該当しないため，適用を受け

ない。 

第２０条 

安全弁等 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，安全弁等に該

当しないため，適用を受けない。 

第２１条 

耐圧試験等 
× 

施設時基準又は維持基準であることから，適用を受けな

い。 

第２２条 

監視試験片 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，容器の中性子

照射による劣化に対する要求であり，対象設備は本条文

の適用を受ける設備ではないため，適用を受けない。 

第２３条 

炉心等 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，炉心等に該当

しないため，適用を受けない。 

第２４条 

熱遮蔽材 
× 

今回の所内常設直流電源設（３系統目）の設置では，原子

炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常設

直流電源設備（３系統目）を設置するが，熱遮蔽材に該当

しないため，適用を受けない。 

第２５条 

一次冷却材 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，一次冷却材に

該当しないため，適用を受けない。 

第２６条 

燃料取扱設備及び燃料貯

蔵設備 

× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，燃料取扱設備

及び燃料貯蔵設備に該当しないため，適用を受けない。 
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補 2-6 

 

技術基準規則 

条文 

適用要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第２７条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ 

× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，原子炉冷却材

圧力バウンダリに該当しないため，適用を受けない。 

第２８条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリの隔離装置等 

× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，原子炉冷却材

圧力バウンダリの隔離装置等に該当しないため，適用を

受けない。 

第２９条 

一次冷却材処理装置 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，一次冷却材処

理装置に該当しないため，適用を受けない。 

第３０条 

逆止め弁 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，逆止め弁に該

当しないため，適用を受けない。 

第３１条 

蒸気タービン 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，蒸気タービン

に該当しないため，適用を受けない。 

第３２条 

非常用炉心冷却設備 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，非常用炉心冷

却設備に該当しないため，適用を受けない。 

第３３条 

循環設備等 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，循環設備等に

該当しないため，適用を受けない。 

第３４条 

計測装置 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，計測装置に該

当しないため，適用を受けない。 
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補 2-7 

 

技術基準規則 

条文 

適用要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第３５条 

安全保護装置 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，安全保護装置

に該当しないため，適用を受けない。 

第３６条 

反応度制御系統及び原子

炉停止系統 

× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，反応度制御系

統及び原子炉停止系統に該当しないため，適用を受けな

い。 

第３７条 

制御材駆動装置 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，制御材駆動装

置に該当しないため，適用を受けない。 

第３８条 

原子炉制御室等 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，原子炉制御室

等に該当しないため，適用を受けない。 

第３９条 

廃棄物処理設備等 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，廃棄物処理設

備等に該当しないため，適用を受けない。 

第４０条 

廃棄物貯蔵設備等 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，廃棄物貯蔵設

備等に該当しないため，適用を受けない。 

第４１条 

放射性物質による汚染の

防止 

× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，放射性物質に

よる汚染の防止に係る設備に該当しないため，適用を受

けない。 

第４２条 

生体遮蔽等 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，生体遮蔽等に

該当しないため，適用を受けない。 
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技術基準規則 

条文 

適用要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第４３条 

換気設備 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，換気設備に該

当しないため，適用を受けない。 

第４４条 

原子炉格納施設 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，原子炉格納施

設に該当しないため，適用を受けない。 

第４５条 

保安電源設備 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，保安電源設備

に該当しないため，適用を受けない。 

第４６条 

緊急時対策所 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，緊急時対策所

に該当しないため，適用を受けない。 

第４７条 

警報装置等 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，警報装置等に

該当しないため，適用を受けない。 

第４８条 

準用 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原

子炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常

設直流電源設備（３系統目）を設置するが，準用に係る設

備に該当しないため，適用を受けない。 

  

12
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技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第４９条 

重大事故等対処施設の地

盤 

△ 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，所内常

設直流電源設備（３系統目）の設置により重量が増加するため，

変更後においても重大事故等対処施設の地盤に影響がないこ

と（適合していること）を確認する必要があり，変更の工事の

内容（本申請内容）に対し，適合性確認対象条文となるが，今

回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置による重量増加

が各建屋の地震応答解析へ影響を与えないことを確認できる

ことから，技術基準の適合性に影響はない。また，既工事計画

において確認された設計を変更するものではなく，基本設計方

針についても変更はない。 

第５０条 

地震による損傷の防止 
〇 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原子炉

建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常設直流電

源設備（３系統目）を設置することから，変更後においても重

大事故等対処施設の地震による損傷の防止に関する設計に影

響がないこと（適合していること）を確認する必要がある。こ

のため，適合性確認対象条文とする。 

第５１条 

津波による損傷の防止 
△ 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原子炉

建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常設直流電

源設備（３系統目）を設置することから，変更後においても津

波による損傷の防止に関する設計に影響がないこと（適合して

いること）を確認する必要があり，適合性確認対象条文となる

が，津波による損傷の防止が図られた建屋内に設置する工事で

あり，工事計画に係る内容に影響を受けないことが明確に確認

できることから，技術基準の適合性に影響はない。また，既工

事計画において確認された設計を変更するものではなく，基本

設計方針についても変更はない。 

第５２条 

火災による損傷の防止 
○ 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原子

炉建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常設直流

電源設備（３系統目）を設置することから，変更後において

も重大事故等対処施設の火災による損傷の防止に関する設計

に影響がないこと（適合していること）を確認する必要があ

る。このため，適合性確認対象条文とする。 
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技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第５３条 

特定重大事故等対処施設 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原子炉

建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常設直流電

源設備（３系統目）を設置するが，特定重大事故等対処施設に

該当しないため，適用を受けない。 

なお、特定重大事故等対処施設への影響確認については、第５

４条の要求に基づき、本設備が他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とすることで、確認している。 

第５４条 

重大事故等対処設備 
〇 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原子炉

建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常設直流電

源設備（３系統目）を設置することから，変更後においても重

大事故等対処設備に影響がないこと（適合していること）を確

認する必要がある。このため，適合性確認対象条文とする。 

第５５条 

材料及び構造 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原子炉

建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常設直流電

源設備（３系統目）を設置するが，材料及び構造の適用対象で

ある，容器，管，ポンプ，弁及びこれらの支持構造物に該当し

ないため，適用を受けない。 

第５６条 

使用中の亀裂等による破

壊の防止 

× 維持基準であることから，適用を受けない。 

第５７条 

安全弁等 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原子炉

建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常設直流電

源設備（３系統目）を設置するが，安全弁等に該当しないため，

適用を受けない。 

第５８条 

耐圧試験等 
× 施設基準又は維持基準であることから，適用を受けない。 

第５９条 

緊急停止失敗時に発電用

原子炉を未臨界にするた

めの設備 

× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原子炉

建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常設直流電

源設備（３系統目）を設置するが，緊急停止失敗時に発電用原

子炉を未臨界にするための設備に該当しないため，適用を受け

ない。 
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技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第６０条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ高圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備 

× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原子炉

建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常設直流電

源設備（３系統目）を設置するが，原子炉冷却材圧力バウンダ

リ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備に該当しない

ため，適用を受けない。 

第６１条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリを減圧するための設

備 

× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原子炉

建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常設直流電

源設備（３系統目）を設置するが，原子炉冷却材圧力バウンダ

リを減圧するための設備に該当しないため，適用を受けない。 

第６２条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備 

× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原子炉

建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常設直流電

源設備（３系統目）を設置するが，原子炉冷却材圧力バウンダ

リ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備に該当しない

ため，適用を受けない。 

第６３条 

終ヒートシンクへ熱を

輸送するための設備 

× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原子炉

建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常設直流電

源設備（３系統目）を設置するが， 終ヒートシンクへ熱を輸

送するための設備に該当しないため，適用を受けない。 

第６４条 

原子炉格納容器内の冷却

等のための設備 

× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原子炉

建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常設直流電

源設備（３系統目）を設置するが，原子炉格納容器内の冷却等

のための設備に該当しないため，適用を受けない。 

第６５条 

原子炉格納容器の過圧破

損を防止するための設備 

× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原子炉

建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常設直流電

源設備（３系統目）を設置するが，原子炉格納容器の過圧破損

を防止するための設備に該当しないため，適用を受けない。 

第６６条 

原子炉格納容器下部の溶

融炉心を冷却するための

設備 

× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原子炉

建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常設直流電

源設備（３系統目）を設置するが，原子炉格納容器下部の溶融

炉心を冷却するための設備に該当しないため，適用を受けな

い。 
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技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第６７条 

水素爆発による原子炉格

納容器の破損を防止する

ための設備 

× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原子炉

建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常設直流電

源設備（３系統目）を設置するが，水素爆発による原子炉格納

容器の破損を防止するための設備に該当しないため，適用を受

けない。 

第６８条 

水素爆発による原子炉建

屋等の損傷を防止するた

めの設備 

× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原子炉

建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常設直流電

源設備（３系統目）を設置するが，水素爆発による原子炉建屋

等の損傷を防止するための設備に該当しないため，適用を受け

ない。 

第６９条 

使用済燃料貯蔵槽の冷却

等のための設備 

× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原子炉

建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常設直流電

源設備（３系統目）を設置するが，使用済燃料貯蔵槽の冷却等

のための設備に該当しないため，適用を受けない。 

第７０条 

工場等外への放射性物質

の拡散を抑制するための

設備 

× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原子炉

建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常設直流電

源設備（３系統目）を設置するが，工場等外への放射性物質の

拡散を抑制するための設備に該当しないため，適用を受けな

い。 

第７１条 

重大事故等時に必要とな

る水源及び水の供給設備 

× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原子炉

建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常設直流電

源設備（３系統目）を設置するが，重大事故等時に必要となる

水源及び水の供給設備に該当しないため，適用を受けない。 

第７２条 

電源設備 
〇 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原子炉

建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常設直流電

源設備（３系統目）を設置することから，変更後においても電

源設備に影響がないこと（適合していること）を確認する必要

がある。このため，適合性確認対象条文とする。 

第７３条 

計装設備 
〇 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，計器電

源喪失時の代替電源設備として所内常設直流電源設備（３系統

目）を使用することから，変更後においても計装設備に影響が

ないこと（適合していること）を確認する必要がある。このた

め，適合性確認対象条文とする。 
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補 2-13 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第７４条 

運転員が原子炉制御室に

とどまるための設備 

× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原子炉

建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常設直流電

源設備（３系統目）を設置するが，運転員が原子炉制御室にと

どまるための設備に該当しないため，適用を受けない。 

第７５条 

監視測定設備 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原子炉

建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常設直流電

源設備（３系統目）を設置するが，監視測定設備に該当しない

ため，適用を受けない。 

第７６条 

緊急時対策所 
× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原子炉

建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常設直流電

源設備（３系統目）を設置するが，緊急時対策所に該当しない

ため，適用を受けない。 

第７７条 

通信連絡を行うために必

要な設備 

× 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）の設置では，原子炉

建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋内に所内常設直流電

源設備（３系統目）を設置するが，通信連絡を行うために必要

な設備に該当しないため，適用を受けない。 

第７８条 

準用 
〇 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，原子力発電工作物に係

る電気設備に該当し，「原子力発電工作物に係る電気設備に関

する技術基準を定める命令」への適合性を確認する必要があ

る。このため，適合性確認対象条文である。 
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補 2-14 

別添 

「原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令」についての 

整理結果（1/4） 

条文 
適用可否 

判断 
理 由 

第 ４ 条 

電気設備における感電、

火災等の防止 

〇 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）が，電気設備に

おける感電，火災等の防止が図られた設計であることを

確認する必要がある。このため，適合性確認対象条文であ

る。 

第 ５ 条 

電路の絶縁 
〇 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）が，電路の絶

縁が図られた設計であることを確認する必要がある。こ

のため，適合性確認対象条文である。 

第 ６ 条 

電線等の断線の防止 
〇 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）が，電線等の断

線の防止が図られた設計であることを確認する必要があ

る。このため，適合性確認対象条文である。 

第 ７ 条 

電線の接続 
〇 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）が，接続部分に

おいて電線の電気抵抗を増加させないよう接続し，絶縁

性能の低下及び通常の使用状態において断線のおそれが

ない設計であることを確認する必要がある。このため，適

合性確認対象条文である。 

第 ８ 条 

電気機器器具の熱的強度 
〇 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）が，電路に施設

する変圧器，遮断器及び開閉器又は計器用変成器その他

の電気機械器具は必要な耐熱クラスのものを使用してい

ることを確認する必要がある。このため，適合性確認対象

条文である。 

第 ９ 条 

高圧又は特別高圧の電気

機械器具の危険の防止 

× 

高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止に対する

要求であり，今回の所内常設直流電源設備（３系統目）

は，高圧又は特別高圧の電気機械器具に該当しないため，

適用を受けない。 

第 １０ 条 

電気設備の接地 
〇 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）が，設置その他

の適切な措置が講じられた設計であることを確認する必

要がある。このため，適合性確認対象条文である。 
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補 2-15 

 

原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令」についての 

整理結果（2/4） 

条文 
適用可否 

判断 
理 由 

第１１条 

電気設備の接地の方法 
〇 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）が，電流が安

全かつ確実に大地に通ずることができる設計であること

を確認する必要がある。このため，適合性確認対象条文

である。 

第１２条 

特別高圧電路等と結合す

る変圧器等の火災等の防

止 

× 

特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止に対

する要求であり，今回の所内常設直流電源設備（３系統

目）は，特別高圧電路等と結合する変圧器等に該当しない

ため，適用を受けない。 

第１３条 

過電流からの電線及び電

気機械器具の保護対策 

〇 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）が，過電流から

の電線及び電気機械器具の保護対策が講じられた設計で

あることを確認する必要がある。このため，適合性確認対

象条文である。 

第１４条 

地絡に対する保護対策 
× 

地絡に対する保護対策に対する要求であり，今回の所内

常設直流電源設備（３系統目）は，地絡に対する保護対

策を行う設備に該当しないため，適用を受けない。 

第１５条 

電気設備の電気的、時期

的障害の防止 

〇 

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）が，電気設備

の電気的，磁気的障害の防止が図られた設計であること

を確認する必要がある。このため，適合性確認対象条文

である。  

第１６条 

高周波利用設備への障害

の防止 

× 

高周波利用設備への障害の防止に対する要求であり，今

回の所内常設直流電源設備（３系統目）は，高周波利用設

備に該当しないため，適用を受けない。 

第１７条 

電気設備による供給支障

の防止 

× 適用対象外 

第１８条 

公害等の防止 
× 適用対象外 

第１９条 

架空電線の感電の防止 
× 

架空電線の感電の防止に対する要求であり，今回の所内

常設直流電源設備（３系統目）は，架空電線を使用する設

備に該当しないため，適用を受けない。 
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補 2-16 

 

原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令」についての 

整理結果（3/4） 

条文 
適用可否 

判断 
理 由 

第２０条 

発電所等への取扱者以外

の者の立入の防止 

△ 

発電所等への取扱者以外の者の立入の防止については，

これまでに認可等された設計及び工事計画等（以下「既工

事計画等）という。）において適合性が確認されており，

今回の所内常設直流電源設備（３系統目）は，発電所等へ

の取扱者以外の者の立入の防止が図られた区域内に設置

することとし，立ち入りの防止対策の設計内容は変わら

ないことから，既工事計画等から変更はない。 

第２１条 

架空電線等の高さ 
× 

架空電線等の高さに対する要求であり、今回の所内常設

直流電源設備（３系統目）は、架空電線及び架空電力保安

通信線を使用する設備に該当しないため，適用を受けな

い。 

第２２条 

架空電線による他人の電

線等の作業者への感電の

防止 

× 

架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止に

対する要求であり，今回の所内常設直流電源設備（３系統

目）は，架空電線を使用する設備に該当しないため，適用

を受けない。 

第２３条 

架空電線路からの静電誘

導作用又は電磁誘導作用

による感電の防止 

× 

架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による

感電の防止に対する要求であり，今回の所内常設直流電

源設備（３系統目）は，電力保安通信設備に該当しないた

め，適用を受けない。 

第２４条 

電力保安通信線の混触の

防止 

× 

電力保安通信線の混触の防止に対する要求であり，今回

の所内常設直流電源設備（３系統目）は，電力保安通信線

を使用する設備に該当しないため，適用を受けない。 

第２５条 

異常電圧による架空電線

への障害の防止 

× 

異常電圧による架空電線への障害の防止に対する要求で

あり，今回の所内常設直流電源設備（３系統目）は，架空

電線を使用する設備に該当しないため，適用を受けない。 

第２６条 

ガス絶縁機器等の危険の

防止 

× 

ガス絶縁機器等の危険の防止に対する要求であり，今回

の所内常設直流電源設備（３系統目）は，ガス絶縁機器等

を使用する設備に該当しないため，適用を受けない。 

第２７条 

加圧装置の施設 
× 

加圧装置の施設に対する要求であり，今回の所内常設直

流電源設備（３系統目）は，圧縮ガスを使用してケーブル

に圧力を加える装置を使用する設備に該当しないため，

適用を受けない。 
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補 2-17 

原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令」についての 

整理結果（4/4） 

条文 
適用可否 

判断 
理 由 

第２８条 

水素冷却式発電機の施設 
× 

水素冷却式発電機の施設に対する要求であり，今回の所

内常設直流電源設備（３系統目）は，水素冷却式の発電機

又はこれに附属する水素冷却装置に該当しないため，適

用を受けない。 

第２９条 

油入開閉器等の施設制限 
× 適用対象外 

第３０条 

発変電設備等の損傷によ

る供給支障の防止 

× 

発変電設備等の損傷による供給支障の防止に対する要求

であり，今回の所内常設直流電源設備（３系統目）は，発

電機，燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池に該当

しないため，適用を受けない。 

第３１条 

発電機等の機械的強度 
× 

発電機等の機械的強度に対する要求であり，今回の所内

常設直流電源設備（３系統目）は，発電機，変圧器並びに

母線及びこれを支持するがいしに該当しないため，適用

を受けない。 

第３２条 

常時監視をしない発電所

等の施設 

× 

常時監視をしない発電所等の施設に対する要求であり，

東海第二発電所は，常時監視をしない発電所ではなく，常

時監視をしない発電所等の施設に該当しないため，適用

を受けない。 

第３３条 

高圧及び特別高圧の電路

の避雷器等の施設 

× 

高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設に対する要求

であり，今回の所内常設直流電源設備（３系統目）は，高

圧及び特別高圧の電路の避雷器に該当しないため，適用

を受けない。 

第３４条 

電力保安通信設備の施設 
× 

電力保安通信設備の施設に対する要求であり，今回の所

内常設直流電源設備（３系統目）は，電力保安通信設備に

該当しないため，適用を受けない。 

第３５条 

災害時における通信の確

保 

× 

災害時における通信の確保に対する要求であり，今回の

所内常設直流電源設備（３系統目）は，電力保安通信設備

に該当しないため，適用を受けない。 
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補足－3【設計及び工事計画認可申請書に添付する 

書類の整理について】 
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補 3－1 

設計及び工事計画認可申請書に添付する書類の整理について 

 

1. 概 要 

 本資料では，「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく当該手続き

を行うにあたり，設計及び工事計画認可申請書に添付する書類について整理する。 

また，併せて「電気事業法」に基づく工事計画の手続きの要否についても整理する。 

 

 

2. 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく設計及び工事計画認可申

請書に添付する書類の整理について 

 設計及び工事計画認可申請書に添付すべき書類は，「実用発電用原子炉の設置、運転等に関す

る規則」（以下「実用炉規則」という。）の第九条第三項に規定の，別表第二の上覧に掲げる種類

に応じた同表の下欄に掲げる書類並びに設計及び工事に係る品質マネジメントの説明書類とな

るが，別表第二では「認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係あるものに限る。」との規定

があるため，本申請範囲である「その他発電用原子炉の附属施設（非常用電源設備）」及び「 

計測制御系統施設」のうち所内常設電源設備（３系統目）に要求される添付書類の要否の検討

を行った。検討結果を表１に示す。 

 

3. 「電気事業法」に基づく工事計画認可申請書に添付する書類の整理について 

 「電気事業法」に基づく工事計画の手続き対象となる工事については，「原子力発電工作物の

保安に関する命令」（以下「保安命令」という。）の別表第一及び別表第三に規定されている。 

 今回の所内常設電源設備（３系統目）については，保安命令に該当する設備ではない。 
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補 3－2 

表１ 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく設計及び工事計画

認可申請において要求される添付書類及び本申請における添付の要否の検討結果 

 

実用炉規則 第九条第三項に

規定される添付書類名 

（略称含む） 

添付の要否 

（○・×） 
理 由 

別表第二（各発電用原子炉施設に共通） 

送電関係一覧図 × 送電設備に変更はないため，添付しない。 

急傾斜地崩壊危険区域内にお

いて行う制限工事に係る場合

は，当該区域内の急傾斜地の

崩壊の防止措置に関する説明

書 

× 
東海第二発電所において急傾斜地崩壊危険区

域に指定された箇所はないため，添付しない。 

工場又は事業所の概要を明示

した地形図 
× 

発電所の概要を明示した地形図に変更はない

ため，添付しない。 

主要設備の配置の状況を明示

した平面図及び断面図 
〇 

本申請では，所内常設直流電源設備（３系統目）

の設置に伴い主要設備の配置を変更するため，

添付する。 

単線結線図 〇 

本申請では，直流電源系統に所内常設直流電源

設備（３系統目）の設置を行うことから，添付

する。 

新技術の内容を十分に説明し

た書類 
× 新技術に該当しないため，添付しない。 

発電用原子炉施設の熱精算図 × 熱精算に変更はないため，添付しない。 

熱出力計算書 × 熱出力計算に変更はないため，添付しない。 

発電用原子炉の設置の許可と

の整合性に関する説明書 
○ 

本申請では，設置する設備が設置許可との整合

性に影響がないことを説明するため，添付す

る。 

排気中及び排水中の放射性物

質の濃度に関する説明書 
× 

排気中及び排水中の放射性物質の濃度に変更

はないため，添付しない。 

人が常時勤務し，又は頻繁に

出入する工場又は事業所内の

場所における線量に関する説

明書 

× 
発電所の場所における線量に影響を与えない

ため，添付しない。 
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補 3－3 

実用炉規則 第九条第三項に

規定される添付書類名 

（略称含む） 

添付の要否 

（○・×）
理 由 

発電用原子炉施設の自然現象

等による損傷の防止に関する

説明書 

× 

本申請では，平成 30 年 10 月 18 日付け原規規

発第 1810181 号及び令和 5 年 5 月 31 日付け原

規規発第2305317号にて認可された工事の計画

（以下「既工事計画」という。）の防護設計に影

響を与えないため，添付しない。

排水監視設備及び放射性物質

を含む排水を安全に処理する

設備の配置の概要を明示した

図面 

× 該当する設備はないため，添付しない。 

取水口及び放水口に関する説

明書 
× 該当する設備はないため，添付しない。 

設備別記載事項の設定根拠に

関する説明書 
〇 

設備別記載事項の設定値の根拠を示す必要が

あるため，添付する。 

環境測定装置の構造図及び取

付箇所を明示した図面 
× 該当する設備はないため，添付しない。 

クラス１機器及び炉心支持構

造物の応力腐食割れ対策に関

する説明書 

× 該当する設備はないため，添付しない。 

安全設備及び重大事故等対処

設備が使用される条件の下に

おける健全性に関する説明書 

〇 

本申請では，所内常設直流電源設備（３系統目）
が使用される環境下における健全性を示す必
要があるため，添付する。 

発電用原子炉施設の火災防護

に関する説明書 
〇 

本申請では，所内常設直流電源設備（３系統目）

の火災防護対策を示す必要があるため，添付す

る。 

発電用原子炉施設の溢水防護

に関する説明書 
〇 

本申請では，所内常設直流電源設備（３系統目）

の溢水防護対策を示す必要があるため，添付す

る。 

発電用原子炉施設の蒸気ター

ビン，ポンプ等の損壊に伴う

飛散物による損傷防護に関す

る説明書 

× 該当する設備はないため，添付しない。 

通信連絡設備に関する説明書

及び取付箇所を明示した図面 
× 該当する設備はないため，添付しない。 
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実用炉規則 第九条第三項に

規定される添付書類名 

（略称含む） 

添付の要否 

（○・×）
理 由 

安全避難通路に関する説明書

及び安全避難通路を明示した

図面 

× 該当する設備はないため，添付しない。 

非常用照明に関する説明書及

び取付箇所を明示した図面 
× 該当する設備はないため，添付しない。 

26



補 3－5 

実用炉規則 第九条第三項に

規定される添付書類名 

（略称含む） 

添付の要否 

（○・×） 
理 由 

別表第二（その他発電用原子炉の附属施設（非常用電源設備）） 

非常用電源設備に係る機器の

配置を図示した図面及び系統

図 

〇 
本申請では，所内常設直流電源設備（３系統目）

の設置を行うため，添付する。 

非常用発電装置の出力の決定

に関する説明書 
× 該当する設備はないため，添付しない。 

燃料系統図 × 該当する設備はないため，添付しない。 

耐震性に関する説明書（支持

構造物を含めて記載するこ

と。） 

〇 
本申請では，所内常設直流電源設備（３系統目）

の耐震性を示す必要があるため，添付する。 

強度に関する説明書（支持構

造物を含めて記載すること。） 
× 該当する設備はないため，添付しない。 

構造図 〇 
本申請では，所内常設直流電源設備（３系統目）

の構造を示すため，添付する。 

安全弁の吹出量計算書（バネ

式のものに限る。） 
× 該当する設備はないため，添付しない。 
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実用炉規則 第九条第三項に

規定される添付書類名 

（略称含む） 

添付の要否 

（○・×） 
理 由 

別表第二（計測制御系統施設） 

計測制御系統施設に係る機器

（計測装置を除く。）の配置を

明示した図面及び系統図 

× 該当する設備はないため，添付しない。 

制御能力についての計算書

（最大反応度価値，反応度制

御能力，停止余裕，負の反応度

添加率，ほう酸及びほう酸水

の貯蔵量並びにほう素濃度の

根拠に関する説明を併記する

こと。） 

× 該当する設備はないため，添付しない。 

耐震性に関する説明書（支持

構造物を含めて記載するこ

と。） 

× 該当する設備はないため，添付しない。 

強度に関する説明書（支持構

造物を含めて記載すること。） 
× 該当する設備はないため，添付しない。 

構造図 × 該当する設備はないため，添付しない。 

計測装置の構成に関する説明

書，計測制御系統図及び検出

器の取付箇所を明示した図面

並びに計測範囲及び警報動作

範囲に関する説明書 

× 該当する設備はないため，添付しない。 

原子炉非常停止信号の作動回

路の説明図及び設定値の根拠

に関する説明書 

× 該当する設備はないため，添付しない。 

工学的安全施設等の起動（作

動）信号の起動（作動）回路の

説明図及び設定値の根拠に関

する説明書 

× 該当する設備はないため，添付しない。 

デジタル制御方式を使用する

安全保護系等の適用に関する

説明書 

× 該当する設備はないため，添付しない。 

発電用原子炉の運転を管理す

るための制御装置に係る制御

方法に関する説明書 

× 該当する設備はないため，添付しない。 

中央制御室の機能に関する説

明書 
× 該当する設備はないため，添付しない。 
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実用炉規則 第九条第三項に

規定される添付書類名 

（略称含む） 

添付の要否 

（○・×）
理 由 

安全弁の吹出量計算書（バネ

式のものに限る。） 
× 該当する設備はないため，添付しない。 

29



補足－4【125V 系蓄電池（３系統目）の負荷切り離し及び 

給電操作手順について】
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補 4-1 

 

125V 系蓄電池（３系統目）の負荷切り離し及び給電操作手順について 

 

（１）技術基準規則における要求事項と負荷切り離しについて 

  技術基準規則第 72 条第 2 項解釈抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125V 系蓄電池（３系統目）により，24 時間にわたって重大事故等の対応に必要な設

備に電気の供給を行うことが可能となるよう全交流動力電源喪失から 1 時間以内に中

央制御室において不要な負荷の切り離しを行うこと，また全交流動力電源喪失から 8

時間後に中央制御室外において不要な負荷の切り離しを行うことで，全交流動力電源

喪失から 24 時間にわたり，125V 系蓄電池（３系統目）から電力を供給できる設計と

としている。 

全交流動力電源喪失後 1 時間以内に実施する中央制御室からの遠隔切り離しは，技

術基準規則では「負荷切り離し」とみなされないが，8 時間以降に実施する現場での

切り離しは「負荷切り離し」に該当する。 

   

（２）125V 系蓄電池（３系統目）による給電操作手順 

a. 非常用所内電気設備への給電 

非常用交流電源設備の故障時に可搬型直流電源設備等の準備が完了するまでに，

直流 125V 主母線電圧が所内常設直流電源設備の枯渇等により許容 低電圧値以上

を維持できない場合に，所内常設直流電源設備（３系統目）である 125V 系蓄電池

（３系統目）から，24 時間にわたり非常用所内電気設備である直流 125V 主母線盤

2A（又は 2B）へ給電する。 

125V系蓄電池（３系統目）の延命のため，全交流動力電源喪失から1時間経過す

るまでに，中央制御室において簡易な操作でプラントの状態監視に必要ではない直

流 125V 主母線盤の直流負荷を切り離し，その後，全交流動力電源喪失から 8 時間

経過するまでに，中央制御室外において必要な負荷以外の切り離しを実施すること

で，24 時間にわたり直流 125V 主母線盤 2A（又は 2B）へ給電する。 

 

２ 第２項に規定する「常設の直流電源設備」とは、以下に掲げる措置又は

これと同等以上の効果を有する措置を行うための設備とする。 

 a）更なる信頼性を向上するため、負荷切り離し（原子炉制御室又は隣接

する電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まな

い。）を行わずに８時間、その後、必要な負荷以外を切り離して残り１

６時間の合計２４時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気

の供給を行うことが可能であるもう１系統の特に高い信頼性を有する所

内常設直流電源設備（３系統目）を整備すること。 
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b. 代替所内電気設備への給電 

外部電源喪失時に緊急用 125V 系蓄電池の枯渇等により，直流電圧を維持できな

い場合は，所内常設直流電源設備（３系統目）である 125V 系蓄電池（３系統目）

から，24 時間にわたり代替所内電気設備である緊急用直流 125V 主母線盤へ給電す

る。 

 

(参考資料) 

  ①重大事故等時における直流 125V 主母線盤 2A への給電手順 

  ②重大事故等時における直流 125V 主母線盤 2B への給電手順 

  ③重大事故等時における緊急用 125V 主母線盤への給電手順 
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補足－5【自然現象の各事象に対しての防護方法における 

許可からの整理について】 
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自然現象の各事象に対しての防護方法における許可からの整理について 

 

 東海第二発電所 所内常設直流電源設備（３系統目）設置許可において，「建屋につい

ては，地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），火災及び外部からの衝撃による損傷の

防止が図られた設計又は設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないよう

に，可能な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る。」としており，各自然現象

に対する防護方針を東海第二発電所 所内常設直流電源設備（３系統目）設工認の基本設

計方針及び資料 3「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全

性に関する説明書」（以下「資料 3」という。）にて記載している。 

 資料 3 については，技術基準規則第 54 条（第 2 項第 1 号及び第 3 項を除く。）及びそれ

らの解釈等に基づき，重大事故等対処設備としての健全性について説明を行っているもの

である。自然現象に対する考慮については，特定重大事故等対処設備の建屋設計等によっ

て健全性が確認されており，本設計及び工事計画において，その設計を変更するものでは

ないが，健全性についての説明の網羅性の観点から，本資料においては，省略せず記載を

行っている。 

 

所内常設直流電源設備（３系統目）の125V系蓄電池（３系統目）は，

に設置することから，自然現象に対する防護設計については，令和5年5月31日

付け原規規発第2305317号にて認可された設計及び工事計画の添付書類「Ⅵ-1-2-2 発電

用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」の添付書類「Ⅵ-1-2-2-1 

発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基本方針」のうち添付書

類「Ⅵ-1-2-2-1-1 発電用原子炉施設（特定重大事故等対処施設を除く。）に対する自然

現象等による損傷の防止に関する基本方針」に基づき実施する。 

 

 

[地震] 

 特に高い信頼性を有する直流電源設備とするため，基準地震動Ｓｓによる地震動に対し

て，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないことに加え，弾性

設計用地震動Ｓｄによる地震動または静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対して，

おおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられるように設計する。 

 

[津波（敷地に遡上する津波を含む。），風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山

の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮] 

 自然現象による損傷の防止が図られた に設置する。 
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補足－6【特重設工認で設置している溢水防護設備と所内常設直

流電源設備（３系統目）の溢水防護との関係について】 
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特重設工認で設置している溢水防護設備と所内常設直流電源設備（３系統目）

の溢水防護との関係について 

 

 東海第二発電所 所内常設直流電源設備（３系統目）の溢水評価対象である 125V 系蓄電

池（３系統目），直流 125V 充電器（３系統目），直流 125V 主母線盤（３系統目）は格納容

器圧力逃がし装置を設置する建屋内に設置することから，溢水防護に係る設計は特定重大

事故等対処施設の変認(令和 5年 5月 31 日付け発室発第 39 号をもって申請した設計及び工

事計画)(以下「特重設工認」という。)に準ずる。 

 

 今回申請においては，125V 系蓄電池（３系統目），直流 125V 充電器（３系統目），直流

125V 主母線盤（３系統目）設置エリアを溢水防護区画として新規設定するが，溢水防護設

備を新たに設置するものはない。 

 

 格納容器圧力逃がし装置を設置する建屋は，水消火を行わない消火手段を採用する設計

を特重設工認にて評価済みである。 

 

[溢水評価結果] 

 ・没水影響に対する評価 

   防護すべき設備を設置する溢水防護区画に溢水源はなく，溢水防護区画外からの溢

水影響もないことから，没水によって要求される機能を損なうおそれはない。（具体

的評価内容は「資料 5-4 溢水影響に関する評価」のうち「2.1 没水影響に対する評

価」に記載する。） 

 ・被水影響に対する評価 

   格納容器圧力逃がし装置を設置する建屋にある防護すべき設備は，設計基準事故対

処設備との配置も含めて位置的分散が図られていることを確認しており，要求される

機能を損なうおそれはない。 

 ・蒸気影響による評価 

   格納容器圧力逃がし装置を設置する建屋については，高エネルギー配管がない設計

であることから，蒸気影響は評価不要である。 

 

なお，想定破損による溢水，地震起因による溢水，その他の溢水については，特重設

工認と同様の設計であり溢水評価不要である。 
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[想定破損による溢水] 

・高エネルギー配管がない設計とすることから，破損想定不要である。

・低エネルギー配管の想定破損による溢水については，発生応力が許容応力の 0.4 倍以

下になる設計とすることから，破損想定不要である。

[地震起因による溢水] 

・特定重大事故等対処施設を構成する設備は，基準地震動Ｓｓによる地震力によって破

損を生じない設計とすることから溢水源として設定しない。

・格納容器圧力逃がし装置を設置する建屋近傍に設置の屋外タンクの破損により発生を

想定する溢水が，扉，堰等による溢水伝播防止対策を考慮しない場合においても，格

納容器圧力逃がし装置を設置する建屋に伝播しない設計となっている。

[その他の溢水] 

・格納容器圧力逃がし装置を設置する建屋については，地下水の影響により発生を想定

する溢水が，浸水防止兼用設備（水密扉，貫通部止水処置及び止水ダンパ）により格

納容器圧力逃がし装置を設置する建屋内への流入を防止する設計となっている。
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補足－7【所内常設直流電源設備（３系統目）の設置に 

よる重量増加に対する建屋の影響評価について】
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所内常設直流電源設備（３系統目）の設置による重量増加に対する建屋の 

影響評価について 

 

（１）概要 

所内常設直流電源設備（３系統目）の設置工事において，東海第二発電所の原子炉

建屋及び特定重大事故等対処施設の建屋に所内常設直流電源設備（３系統目）を設置

する。 

本資料は，所内常設直流電源設備（３系統目）の重量を考慮した場合の地震応答解

析モデルが，平成 30 年 10 月 18 日付け原規規発第 1810181 号にて認可された工事計画

（以下「既工認」という。）の添付書類「Ⅴ-2-2-1 原子炉建屋の地震応答計算書」

における地震応答解析モデル（以下「既工認モデル」という。）と比較することで，

原子炉建屋の有する耐震性への影響がないことを確認するものである。 

   なお，特定重大事故等対処施設の建屋における地震応答解析モデルについては，所

内常設直流電源設備（３系統目）設置による重量増を踏まえたものであるため，本資

料の対象外とする。 

 

 

（２）重量増加に対する影響評価 

   所内常設直流電源設備（３系統目）のうち，無停電電源装置（３系統目用），無停

電電源切替盤（３系統目用）及び直流 125V 遠隔切替操作盤（３系統目用）は原子炉建

屋に設置するものの，下表のとおり既工認モデルに対して今回の重量増加は極めて小

さいことから，既工認モデルへの影響はない。 

      以上より，所内常設直流電源設備（３系統目）の設置工事による重量の増加による，

原子炉建屋の有する耐震性への影響がないことを確認した。 
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表 1 質点重量の比較 

 

原子炉建屋 

(EL.(m)) 

 

質点重量 

（kN） 

 

設置する主な機器・配

管系 既工認モデル 

（① ） 

増加重量（注）

（② ） 

影響有無 

 161820 

 

なし 無停電電源装置（３系

統目用），無停電電源

切替盤（３系統目

用）, 直流 125V 遠隔

切替操作盤（３系統目

用） 

220710 

 

なし 無停電電源切替盤（３

系統目用）2B 

439290 

 

なし 無停電電源切替盤（３

系統目用）2A，無停電

電源切替盤（３系統目

用）緊急用 

（注）（ ）内の数値は，変動率（＝②/①）（単位：％）を示す。 

 

 

43



補足－8【所内常設直流電源設備（３系統目）の設置場所】
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所内常設直流電源設備（３系統目）の設置場所 

 

125V 系蓄電池（３系統目）は，地震，津波，溢水，火災等を考慮した頑健性を有する

内に配置する設計とする。 

125V 系蓄電池（３系統目）は，設計基準事故対処設備である 2C・2D 非常用ディーゼ

ル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機並びに 125V 系蓄電池 A 系・B 系及び

HPCS 系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。

さらに，重大事故等対処設備である可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器とも位置的

分散を図る設計とする。 

   

設備名称 設置場所 設置高さ 

125V 系蓄電池 A 系  EL.10.50m 

125V 系蓄電池 B 系  EL.8.20m 

125V 系蓄電池 HPCS 系  EL.10.50m 

125V 系蓄電池（３系統目）  EL.0.70m 

2C 非常用ディーゼル発電機  EL.0.70m 

2D 非常用ディーゼル発電機 EL.0.70m 

高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機 
 EL.0.70m 

可搬型代替低圧電源車 

可搬型重大事故等対処設備保管場所

（西側） 
EL.約 23m 

可搬型重大事故等対処設備保管場所

（南側） 
EL.約 25m 

可搬型重大事故等対処設備予備機置場 EL.約 8m 

可搬型整流器 

可搬型重大事故等対処設備保管場所

（西側） 
EL.約 23m 

可搬型重大事故等対処設備保管場所

（南側） 
EL.約 25m 
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補足－9【所内常設直流電源設備（３系統目）の電線路について】 
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所内常設直流電源設備（３系統目）の電線路について 

 

1．125V 系蓄電池（３系統目）の電線路について 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，直流 125V 主母線盤 2A・2B までの系統におい

て，独立した電路で系統構成することにより，125V 系蓄電池 A 系・B系から直流 125V 主

母線盤 2A・2B までの系統，可搬型直流電源設備から直流 125V 主母線盤 2A・2B までの系

統に対して，独立性を有する設計としている。 

特定重大事故等対処施設の建屋内及び既設建屋内の 125V 系蓄電池（３系統目）の電路

は，可搬型直流電源設備の電路とは独立した電路で敷設する設計とする。なお，油内包

機器近傍のルートは電線管にて敷設する。 

 

 

 

図 1 所内常設直流電源設備（３系統目）概要図（電路）
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２．特定重大事故等対処施設である の電路について 

 

特定重大事故等対処施設である の電路から供給先である まで

の電路は， 内に設置され，所内常設直流電源設備（３系統目）が設置

される とは位置的分散を図る設計としている。 

 

 

図 9 及び所内常設直流電源設備（３系統目）の電路の配置 
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補足－10【配置場所（特定重大事故等対処施設の建屋）への 

耐震設計上の機器荷重について】
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配置場所（特定重大事故等対処施設の建屋）への耐震設計上の機器荷重 

について 

 

125V 系蓄電池（３系統目），直流 125V 充電器（３系統目）及び直流 125V 主母線盤

（３系統目）を配置するに当たり， には，それぞれ以下の

機器荷重を考慮して設計している。 

 

1．125V 系蓄電池（３系統目）の設計上の機器荷重について 

（1）125V 系蓄電池（３系統目）の機器の重量 

①蓄電池 8個＋架台 1台の重量：  kg 

②蓄電池 6個＋架台１台の重量：  kg（蓄電池 1260 kg＋架台 479 kg） 

③蓄電池 5個＋架台１台の重量：  kg（蓄電池 1050 kg＋架台 479 kg） 

① ×12 台＝  kg 

② ×4 台＝  kg 

③ ×2 台＝  kg 

    計 37580 kg 

（2）建屋側の設計重量 

上記のとおり実機器重量  kg に対し，設置用金属ボルト等の諸機器・余裕 

を見込み，建屋設計上は，約  kg を設計重量として見込んでいる。 

 

2．直流 125V 充電器（３系統目）の設計上の機器荷重について 

（1）直流 125V 充電器（３系統目）の機器の重量 

① 直流 125V 充電器（３系統目）1 面あたりの重量：  kg 

（2）建屋側の設計重量 

上記のとおり実機器重量  kg に対し，設置用金属ボルト等の諸機器・余裕を 

見込み，建屋設計上は，約  kg を設計重量として見込んでいる。 

 

 

3．直流 125V 主母線盤（３系統目）の設計上の機器荷重について 

（1）直流 125V 主母線盤（３系統目）の機器の重量 

① 直流 125V 主母線盤（３系統目）1面あたりの重量：  kg 

（2）建屋側の設計重量 

上記のとおり実機器重量  kg に対し，設置用金属ボルト等の諸機器・余裕を 

見込み，建屋設計上は，約  kg を設計重量として見込んでいる。 
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補足－11【所内常設直流電源設備（３系統目）の 

空調設計について】 
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所内常設直流電源設備（３系統目）の空調設計について 

1．換気空調設備（排気ファン）の設置目的について

充電時に水素を発生する蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，

による機械換気を行う設計としている。 

所内常設直流電源設備（３系統目）の 125V 系蓄電池（３系統目）は，通常時には負

荷への給電がなく浮動充電状態で待機しており，重大事故等対処時は放電状態である

ため水素が発生することはほとんどないが，放電後は回復充電を実施する必要がある

ため， による換気が必要である。 

2． の設置台数について 

125V 系蓄電池（３系統目）を設置する蓄電池室における空調機器として，

を多重化し，2 台設置している。 

当該空調設備については， に設置し，蓄電池室に部屋に対して機

械換気を行う設計としている。 

3．換気空調設備（排気ファン）の容量・運用について 

は1台で100％容量があり，常時1台運転の運

用である。 

4．換気空調設備（排気ファン）の非常用電源について 

については，非常用電源である

から給電できる設計としている。 
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補足－12【所内常設直流電源設備（３系統目）に関連する 

火災区域・火災区画について】 
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所内常設直流電源設備（３系統目）に関連する火災区域及び火災区画について 

 

所内常設直流電源設備（３系統目）のうち 内に設置する

125V 系蓄電池（３系統目），直流 125V 充電器（３系統目）及び直流 125V 主母線盤（３

系統目）に関連する火災区域・火災区画図について，図 1～図 3 に示す。 

また，各火災区域及び火災区画のハロゲン化物自動消火設備（全域）の配管系統図を

図 4～図 5，感知方法の配置を図 6に示す。 
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補足－13【特定重大事故等対処施設への所内常設直流電源設備

（３系統目）設置に係る火災防護設計について】 
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 特定重大事故等対処施設への所内常設直流電源設備（３系統目）設置に係る

火災防護設計について 

 

1. 火災防護の設計について 

所内常設直流電源設備（３系統目）を特定重大事故等対処施設の建屋（以下「ＥＳ建 

屋」という。）に設置するため，特定重大事故等対処施設を構成する設備（以下「ＥＳ設

備」という。）と重大事故等対処設備（以下「ＳＡ設備」という。）を同じ火災区域内に

設置することとなる。 

所内常設直流電源設備（３系統目）に対する火災防護対策として，ＥＳ設備とＳＡ設 

備は異なる火災区画（部屋）に設置し，各々の火災区画に対して「火災の発生防止」及

び「火災の感知及び消火」の対策を実施することで，実用発電用原子炉及びその附属施

設の技術基準に関する規則第 52 条（火災による損傷の防止）に適合する設計としてい

る。 

 

（1）火災受信機盤ならびにハロゲン化物自動消火設備（全域）の共用について 

火災受信機盤については，各々の火災区画に異なる感知方式の感知器を設置し， 

すべての火災区画を同時に監視できるようにしているため，早期感知に問題が生じ

ることはなく，共用による影響はない。 

また，ハロゲン化物自動消火設備（全域）については，各々の火災区画に感知器 

及び消火配管（ノズル）を設置することで，どの火災区画で火災が発生しても消火

設備が動作するため，早期消火に問題が生じることなく，ボンベや制御盤等の共用

による影響はない。 

以上のとおり，火災防護に必要な設備は共用しているが，既工認における各々の 

火災区画に対して早期感知・早期消火を図る設計と同様である。 

 

（2）換気空調ダクトの共用について 

火災防護上はＥＳ設備とＳＡ設備の分離基準はないが，ＥＳ建屋の換気空調設備 

は建屋全体を一括で管理する設計としており，所内常設直流電源設備（３系統目）

を設置する火災区画とＥＳ設備を設置する区画は，ダクトが貫通することとなる。 

所内常設直流電源設備（３系統目）設置区画で火災が発生した場合，消火設備動 

作用の感知器が火災を検知し，ハロゲン化物自動消火設備（全域）が作動すること

により，火災区画境界のダクト内に設置したガス圧連動ダンパが閉止されるため，

他の火災区画への火災影響はなく，共用による影響はない。 
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補 13-2 

 

2． による所内常設直流電源設備（３系統目）の扱いについて 

（1）火災警報について 

ＥＳ建屋内の所内常設直流電源設備（３系統目）を設置する火災区画の火災警報

は，中央制御室及び緊急時対策所の受信機に一括警報（監視している全ての感知器

の警報を一括して発報する警報。）， の受信機に個別警報（監視してい

る全ての感知器の警報を感知器ごと個別に特定できるように発報する警報。）を発報

する設計としている。 

一方，「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下

「火災防護に係る審査基準」という。）では，ＳＡ設備を設置する火災区域及び火災   

区画の火災感知器の信号は，「中央制御室で適切に監視できる設計であること。」,

「感知器の設置場所を 1 つずつ特定することにより火災の発生場所を特定することが   

できる受信機が用いられていること。」が要求されている。そのため，火災区域及び 

火災区画の火災感知として，速やかに火災源の特定が可能なよう，中央制御室の当 

直運転員等が に駐在する と連絡を取る等の運用を火災防 

護計画に定め管理することにより，火災防護に係る審査基準で要求されている火災 

の感知と同等の安全対策を講じる設計とする。 

 

（2）消火設備の故障警報について 

ＥＳ建屋内に設置する所内常設直流電源設備（３系統目）用の消火設備はＥＳ設

備用の消火設備と共用しているため，故障警報は に発報する設計とし

ており， は 及び必要な現場の制御盤警報を確認し，消火

設備に故障が発生している場合には早期に補修を行う（添付 1 参照）。 

 

（3）換気空調設備の故障警報について 

125V 系蓄電池（３系統目）を設置する火災区画は，水素の滞留防止の観点より，

空調機器による機械換気を行う設計としているが，万一，空調機器が異常により停

止した場合は， に警報を発報する設計とし， による現場

での遮断器開放により，空調機器が復帰するまでの間は，蓄電池に充電しない運用

とする。 
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添付１
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補足－14【第 54 条に対する適合性の整理表 

（重大事故等対処設備の健全性評価）】 
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記載要領－1 

本資料は，重大事故等対処設備の技術基準規則第 54 条への適合性を整理するものであり，その

記載要領を記載要領-2～記載要領-5 に示す。  
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記載要領－2

重大事故等対処設備の適合性一覧表記載要領（1/2） 

番号 項目 記載内容 

(1) 条文，機能 
対応する技術基準条文番号と，機能名称（重大事故等対策手段名

称）を記載する。 

(2) 設備分類 
常設重大事故等対処設備か，可搬型重大事故等対処設備かの分類を

記載する。 

(3) 設備名称 設備名称を記載する。 

(4) 
環境条件に 

おける健全性 

54条1項1号（環境条件における健全性）に対する適合性を記載す

る。 

環境条件として考慮する項目は，資料3 第2.3節において対象とし

た温度，圧力等とする。 

温度，圧力，湿度及び放射線は，重大事故等時に想定される環境条

件と，本資料説明対象設備の設計値（耐性値）との比較により健全

性を記載する。 

ここで環境条件は，資料3 第2.3節において設定した値とする。 

電磁的障害については，資料3 第2.3節において記載した内容から

当該設備に適用するものを記載する。 

(5) 操作の確実性 

54条1項2号（操作の確実性）に対する適合性を記載する。 

操作の確実性として考慮する項目は，資料3 第2.4節において対象

とした操作環境，操作内容とする。 

(6) 試験・検査 

54条1項3号（試験・検査）に対する適合性を記載する。 

試験・検査性については，資料3 第2.4節において，鉛蓄電池等の

機器分類ごとに対象とすべき試験・検査項目を記載しているため，

これらの適切なものを選択して記載する。 

(7) 切替性 
54条1項4号（切替性）に対する適合性を記載する。 

切替性については，資料3 第2.4節において記載した内容とする。 

(8) 悪影響防止 

54条1項5号（悪影響防止）に対する適合性を記載する。 

悪影響防止については，資料3 第2.2節において記載した内容とす

る。 

(9) 設置場所 

54条1項6号（設置場所）に対する適合性を記載する。 

設置場所における放射線の影響については，資料3 第2.3節におい

て記載した内容から当該設備に適用するものを記載する。 

(10) 参照図書 
添付資料は，(4)～(9)，(11)～(13)，(16)の内容をより詳細に示す

説明書類を記載する。 

(11) 
常設重大事故等

対処設備の容量 

54条2項1号（容量）に対する適合性として，必要な容量を持つこと

を記載する。 

(12) 共用の禁止 
東海第二発電所の常設重大事故等対処設備は，原則として東海発電

所内の発電用原子炉施設と共用しない設計であることを記載する。 

(13) 
共通要因故障防

止（方針） 

54条2項3号（共通要因故障の防止（常設設備））又は54条3項7号

（共通要因故障の防止（可搬設備））に対する適合性を記載する。 

共通要因として考慮する項目は，設置許可本文及び設工認本文にお

いて対象とした，環境条件，自然現象及び外部人為事象，溢水，火

災並びにサポート系とする。 

共通要因故障の対象設備は，(14)及び(15)で示すものとする。 

(14) 
共通要因故障防

止（対象設備） 

(13)の共通要因故障防止で考慮対象とする設計基準事故対処設備等

と重大事故等対処設備（本資料の説明対象設備）を記載する。

85



記載要領－3 

重大事故等対処設備の適合性一覧表記載要領（2/2） 

番号 項目 記載内容 

(15) 
共通要因故障防

止（電力等） 

(14)で記載した共通要因故障防止で考慮対象とする設計基準事故対

処設備等と重大事故等対処設備について，それぞれの設備に対する

電力，油，冷却水等の関連設備の多様性を記載する。 

(16) 
第3項 

（可搬設備） 

常設設備の表においては対象外のため，「可搬型重大事故等対処設

備に対する条項」とのみ記載する。 
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記載要領－4 

 
 

第72条 

所内常設直流電源設備（３系統目）による

給電 

常設重大事故等対処設備 

参照図書 
125V系蓄電池（３系統目） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(40 ℃)≦設計値  

【設置場所】：

【環境温度】：資料3 第2.3節 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値  【環境圧力】：資料3 第2.3節 

湿度 ・環境湿度(90 ％)≦設計値  【環境湿度】：資料3 第2.3節 

屋外の天候 －（考慮不要） － 

放射線（設備） ・環境放射線(4 kGy/7日間)≦設計値  【環境放射線】：資料3 第2.3節 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

荷重 

・地震による荷重を考慮して，機能を損なわない設計 

（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設計については，資料7に基

づき実施） 

・風（台風）及び竜巻に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建屋等内に設置する設計 

・資料7 

・補足-5 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

周辺機器等からの 

悪影響 

・地震による波及的影響及び他設備への悪影響を考慮し，技術基準規則第50条

「地震による損傷の防止」に基づき設計 

・津波（敷地に遡上する津波を含む。）については漂流物対策等を実施する設

計 

・火災による波及的影響及び他設備への悪影響を考慮し，技術基準規則第52条

「火災による損傷の防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響及び他設備への悪影響を考慮し，設置区画の止水対策

等を実施する設計 

・資料7 

・資料3 

・資料4 

・資料5 

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 
・機能，性能確認が可能な設計 

・外観の確認が可能な設計 

【単線結線図】：第1-1図 

（設置許可系統図）第10.2－4図 

（設置許可系統図）第10.2－9図 

第
４
号 

切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・通常時の系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成及び系統隔離を

することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【単線結線図】：第1-1図 

（設置許可系統図）第10.2－4図 

（設置許可系統図）第10.2－9図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 

常設重大事故等対処設備の適合性一覧表記載要領説明図（1/2） 

(1) (2) 

(3) 

(10) 

(9) 

(8) 

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 
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記載要領－5 

 
 

第72条 

所内常設直流電源設備（３系統目）による

給電 

常設重大事故等対処設備 

参照図書 

125V系蓄電池（３系統目） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設備

の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・資料2 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づ

く地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」及

び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考

慮された設計 

・地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。）以外の自然現象及び外部人為事象

に対しては，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に設置す

る設計 

・資料3 

・補足-5 

溢水 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・溢水に対しては，想定される溢水水位に対して機能を喪失しない位置に設置

する設計 

・資料5 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき設

計 

・資料4 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ － － ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る対象設備 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

可搬型代替低圧電源車 

可搬型整流器 

125V系蓄電池Ａ系 

125V系蓄電池（３系統目） 125V系蓄電池Ｂ系 

125V系蓄電池ＨＰＣＳ系 

電力 － － 

空気 － － 
油 － － 

冷却水 － － 
水源 － － 

多重性又は多様性及び 

独立性の考慮内容 

所内常設直流電源設備（３系統目）の125V系蓄電池（３系統目）は， 内に設置することで，原子炉建屋付属棟

内の２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機並びに125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系及びＨＰＣＳ系と共通要

因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

所内常設直流電源設備（３系統目）の125V系蓄電池（３系統目）は， 内に設置することで，可搬型重大事故等

対処設備保管場所（西側）及び可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）に保管する可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器を用いた可

搬型代替直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，125V系蓄電池（３系統目）から直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂまでの系統において，独立した電路で

系統構成することにより，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系から直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂまでの系統，可搬型直流電源設備から直流125V主母線

盤２Ａ・２Ｂまでの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内常設直流電源設備（３系統目）は，所内常設直流電源設備及び可搬型代替直流電源設

備に対して独立性を有する設計とする。 

常設重大事故等対処設備の適合性一覧表記載要領説明図（2/2） 

(1) (2) 

(3) 

(10) 

(11) 

(12) 

(14) 

(15) 

(16) 

(13) 
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非電－1

東海第二発電所 第54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

所内常設直流電源設備（３系統目）による

給電 

常設重大事故等対処設備 

参照図書 

125V系蓄電池（３系統目） 

第
５
４
条

第
１
項

第
１
号

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性

温度 
・環境温度(40 ℃)≦設計値

【設置場所】：

【環境温度】：資料3 第2.3節 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値 【環境圧力】：資料3 第2.3節 

湿度 ・環境湿度(90 ％)≦設計値 【環境湿度】：資料3 第2.3節 

屋外の天候 －（考慮不要） 【配置図】：第3-2図 

放射線（設備） 
・環境放射線(4 Gy/7日間)≦設計値

【環境放射線】：資料3 第2.3節 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

荷重 

・地震による荷重を考慮して，機能を損なわない設計

（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設計については，資料7に基

づき実施）

・風（台風）及び竜巻に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建屋等内に設置する設計

・資料7

・補足-5

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

周辺機器等からの 

悪影響 

・地震による波及的影響及び他設備への悪影響を考慮し，技術基準規則第50条

「地震による損傷の防止」に基づき設計

・津波（敷地に遡上する津波を含む。）については漂流物対策等を実施する設

計

・火災による波及的影響及び他設備への悪影響を考慮し，技術基準規則第52条

「火災による損傷の防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響及び他設備への悪影響を考慮し，設置区画の止水対策

等を実施する設計

・資料7

・資料3

・資料4

・資料5

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号

操
作
の
確
実
性

操作環境 

操作準備 

操作内容 

－（操作不要） －

第
３
号

試験・検査 
・機能，性能確認が可能な設計

・外観の確認が可能な設計

【単線結線図】：第1-1図 

（設置許可系統図）第10.2－4図 

（設置許可系統図）第10.2－9図 

第
４
号

切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号

悪
影
響
防
止

系統設計 
・通常時の系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成及び系統隔離を

することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【単線結線図】：第1-1図 

（設置許可系統図）第10.2－4図 

（設置許可系統図）第10.2－9図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号

設置場所 －（操作不要） － 

89



非電－2

東海第二発電所 第54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

所内常設直流電源設備（３系統目）による

給電 

常設重大事故等対処設備 

参照図書 

125V系蓄電池（３系統目） 

第
５
４
条

第
２
項

第
１
号

常設重大事故等対処設備

の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 － 

第
２
号

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号

共
通
要
因
故
障
防
止

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づ

く地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」及

び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考

慮された設計

・地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。）以外の自然現象及び外部人為事象

に対しては，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に設置す

る設計

・資料3

・補足-5

溢水 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・溢水に対しては，想定される溢水水位に対して機能を喪失しない位置に設置

する設計

・資料5

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷防止」に基づき設計

・資料4

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項

－ － － ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る対象設備 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

可搬型代替低圧電源車 

可搬型整流器 

125V系蓄電池Ａ系 

125V系蓄電池Ｂ系 

125V系蓄電池ＨＰＣＳ系 

緊急用125V系蓄電池 

125V系蓄電池（３系統目） 

電力 － － 

空気 － －

油 － －

冷却水 － －

水源 － －

多重性又は多様性及び 

独立性の考慮内容 

所内常設直流電源設備（３系統目）の125V系蓄電池（３系統目）は， 内に設置することで，原子炉建屋付属棟

内の２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機並びに125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系及びＨＰＣＳ系と共通要

因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

所内常設直流電源設備（３系統目）の125V系蓄電池（３系統目）は， 内に設置することで，可搬型重大事故等

対処設備保管場所（西側）及び可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）に保管する可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器を用いた可

搬型代替直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，125V系蓄電池（３系統目）から直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂまでの系統において，独立した電路で

系統構成することにより，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系から直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂまでの系統，可搬型直流電源設備から直流125V主母線

盤２Ａ・２Ｂまでの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内常設直流電源設備（３系統目）は，所内常設直流電源設備及び可搬型代替直流電源設

備に対して独立性を有する設計とする。 
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東
海

第
二

発
電

所
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
設

置
工

事
に

係
る

設
計

及
び

工
事

計
画

認
可

申
請

に
つ

い
て

補
⾜
-1
5

本
資
料
の
うち
、

は
商
業
秘
密
⼜
は
核
物
質
防
護
上
の
観
点
か
ら公

開
で
き
ま
せ
ん
。

1
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○
目

次

１
．

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
の

概
要

２
．

設
計

及
び

工
事

計
画

認
可

申
請

書
の

概
要

３
．

技
術

基
準

規
則

適
合

の
た

め
の

設
計

方
針

等
に

つ
い

て

４
．

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
の

基
本

方
針

５
．

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
の

詳
細

設
計

６
．

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
設

置
工

事
の

全
体

工
程

2

93



１
．

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
の

概
要

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
の

給
電

系
統

図

3
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２
．

設
計

及
び

工
事

計
画

認
可

申
請

書
の

概
要

（
１

／
３

）

➢
東

海
第

二
発

電
所

に
つ

い
て

，
技

術
基

準
規

則
第

7
2
条

に
基

づ
き

，
特

に
高

い
信

頼
性

を
有

す
る

３
系

統
目

の
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
と

し
て

，
1
2
5
V

系
蓄

電
池

（
３

系
統

目
）
を

設
置

す
る

。

技
術

基
準

規
則

技
術

基
準

規
則

の
解

釈

（
電

源
設

備
）

第
七

十
二

条
発

電
用

原
子

炉
施

設
に

は
、

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

の
電

源
が

喪
失

し
た

こ
と

に
よ

り
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
炉

心
の

著
し

い
損

傷
、

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

、
貯

蔵
槽

内
燃

料
体

等
の

著
し

い
損

傷
及

び
運

転
停

止
中

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

内
の

燃
料

体
（
以

下
「
運

転
停

止
中

原
子

炉
内

燃
料

体
」
と

い
う

。
）
の

著
し

い
損

傷
を

防
止

す
る

た
め

に
必

要
な

電
力

を
確

保
す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
を

施
設

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
72

条
（
電

源
設

備
）

2 
第

2項
に

規
定

す
る

「
常

設
の

直
流

電
源

設
備

」
と

は
、

以
下

に
掲

げ

る
措

置
又

は
こ

れ
と

同
等

以
上

の
効

果
を

有
す

る
措

置
を

行
う

た
め

の
設

備
と

す
る

。
a）

更
な

る
信

頼
性

を
向

上
す

る
た

め
、

負
荷

切
り

離
し

（
原

子
炉

制
御

室
又

は
隣

接
す

る
電

気
室

等
に

お
い

て
簡

易
な

操
作

で
負

荷
の

切
り

離
し

を
行

う
場

合
を

含
ま

な
い

。
）
を

行
わ

ず
に

8 
時

間
、

そ
の

後
、

必
要

な
負

荷
以

外
を

切
り

離
し

て
残

り
16

 時
間

の
合

計
24

 時
間

に
わ

た
り

、
重

大
事

故
等

の
対

応
に

必
要

な
設

備
に

電
気

の
供

給
を

行
う

こ
と

が
可

能
で

あ
る

も
う

1系
統

の
特

に
高

い
信

頼
性

を
有

す
る

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
を

整
備

す
る

こ
と

。

➢
1
2
5
V

系
蓄

電
池

（
３

系
統

目
）
は

，
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
し

て
既

設
の

1
2
5
V

系
蓄

電
池

A
系

・
B

系
と

同
様

の
機

能
が

要
求

さ
れ

て
お

り
，

そ
の

基
本

設
計

方
針

に
つ

い
て

は
平

成
3
0
年

1
0
月

1
8
日

付
け

原
規

規
発

第
1
8
1
0
1
8
1
号

に
て

認
可

さ
れ

た
工

事
の

計
画

（
以

下
「
既

工
認

」
と

い
う

。
）
と

同
様

で
あ

る
。

た
だ

し
，

特
に

高
い

信
頼

性
の

要
求

に
対

し
て

，
既

設
設

備
と

の
位

置
的

分
散

や
高

い
耐

震
性

を
確

保
す

る
観

点
か

ら
特

定
重

大
事

故
等

対
処

施
設

（
以

下
「
特

重
施

設
」
と

い
う

。
）
の

建
屋

等
に

設
置

す
る

方
針

の
た

め
，

地
震

，
津

波
そ

の
他

の
自

然
現

象
等

へ
の

対
応

に
つ

い
て

は
，

令
和

5
年

5
月

3
1
日

付
け

原
規

規
発

第
2
3
0
5
3
1
7
号

に
て

認
可

さ
れ

た
特

重
施

設
の

工
事

計
画

（
以

下
「
特

重
設

工
認

」
と

い
う

。
）
に

よ
る

。

（
１

）
設

計
及

び
工

事
計

画
概

要

4
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➢
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３
系

統
目

）
設

置
工

事
に
つ
い
て
，
今

回
の

設
計

及
び
工

事
計

画
認

可
申

請
書

（
本

文
）
の

記
載

概
要

を
以
下
に
示
す
。
具
体
的
な
申
請
内
容
に
つ
い
て
は
，
P
1
1
に
示
す
。

施
設

の
種

類
本

文
の

記
載

概
要

（
既

工
認

か
ら
の

変
更

箇
所

）

計
測
制
御
系
統
施
設

基
本
設
計
方
針
の
変
更
（
個
別
項
目
）

☛
「
第
２
章

2.
4 
電

源
喪

失
時

の
計

測
」
に
，
計

器
電

源
喪

失
時

の
代

替
電

源
設

備
と
し
て
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３
系

統
目

）
を
追

加

そ
の

他
発

電
用

原
子
炉
の
附
属

施
設

非
常
用
電
源
設
備

12
5V

系
蓄
電
池
（
３
系
統
目
）
の
要
目
表
を
追
加

無
停

電
電

源
装

置
（
３
系

統
目

用
）
の

要
目

表
を
追

加
基
本
設
計
方
針
の
変
更
（
個
別
項
目
）

☛
「
第
２
章

5.
主
要
対
象
設
備

表
1 
非

常
用

電
源

設
備

の
主

要
設

備
リ
ス
ト
」
に
，

12
5V

系
蓄
電

池
（
３
系

統
目

）
及

び
無

停
電

電
源

装
置

（
３
系

統
目

用
）
を
追

加
基
本
設
計
方
針
の
変
更
（
共
通
項
目
）

☛
「
第
１
章

2.
1 
地
震
に
よ
る
損
傷
の
防
止

第
2.

1.
2表

重
大

事
故

等
対

処
施

設
（
主

要
リ
ス
ト
）
の

設
備
分
類
」
に
，

12
5V

系
蓄

電
池

（
３
系

統
目

）
を
追

加
☛

格
納

容
器

圧
力

逃
が

し
装

置
の

Ｓ
Ａ
－

Ｅ
Ｓ
兼

用
化

に
伴

う
名

称
変

更
・
格

納
容

器
圧

力
逃

が
し
装

置
格

納
槽

⇒
・
常

設
代

替
高

圧
電

源
装

置
用

カ
ル

バ
ー
ト
（
ト
ン
ネ
ル

部
，
立

坑
部

及
び
カ
ル

バ
ー
ト
部

）
⇒
常

設
代

替
高

圧
電

源
装

置
用

カ
ル

バ
ー
ト
（
カ
ル

バ
ー
ト
部

）
，

・
格

納
容

器
圧

力
逃

が
し
装

置
用

配
管

カ
ル

バ
ー
ト
⇒

火
災

防
護

設
備

変
更

な
し

浸
水
防
護
施
設

基
本
設
計
方
針
の
変
更
（
個
別
項
目
）

☛
「
第
２
章

2.
6
防

護
す
べ

き
設

備
を
内

包
す
る
建

屋
外

及
び
エ
リ
ア
外

で
発

生
す
る
溢

水
に
関

す

る
溢

水
評

価
及

び
防

護
設

計
方

針
」
に
，

換
気

空
調

系
止

水
ダ
ン
パ

の
設

置
を
追

加
。
な
お
，
当

該
ダ
ン
パ

の
設

計
に
つ
い
て
は

特
重

設
工

認
に
て
説

明
す
る
。

ま
た
，
「
2.

8
溢

水
防

護
上

期
待

す
る
浸

水
防

護
施

設
の

構
造

強
度

設
計

」
に
，
当

該
止

水
ダ
ン

パ
に
関
す
る
記
載
を
追
加
。

２
．
設

計
及

び
工

事
計

画
認

可
申

請
書

の
概

要
（
２
／

３
）

（
２
）
工

事
計

画
（
本

文
）

5
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２
．

設
計

及
び

工
事

計
画

認
可

申
請

書
の

概
要

（
３

／
３

）

➢
実

用
炉

規
則

別
表

第
二

に
従

い
，

以
下

の
添

付
書

類
を

添
付

し
て

い
る

。
主

な
添

付
書

類
の

詳
細

に
つ

い
て

は
，

「
５

．
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
」
（
P

12
~

P
18

）
に

て
説

明
を

す
る

。

添
付

書
類

記
載

概
要

資
料

1
発

電
用

原
子

炉
の

設
置

の
許

可
と

の
整

合
性

に
関

す
る

説
明

書
設

計
及

び
工

事
計

画
が

設
置

許
可

の
基

本
方

針
に

従
っ

た
設

計
で

あ
る

こ
と

を
説

明
す

る
。

資
料

2
設

備
別

記
載

事
項

の
設

定
根

拠
に

関
す

る
説

明
書

12
5V

系
蓄

電
池

（
３

系
統

目
）
及

び
無

停
電

電
源

装
置

（
３

系
統

目
用

）
の

容
量

等
の

設
定

根
拠

に
つ

い
て

説
明

す
る

。

資
料

3
安

全
設

備
及

び
重

大
事

故
等

対
処

設
備

が
使

用
さ

れ
る

条
件

の
下

に
お

け
る

健
全

性
に

関
す

る
説

明
書

「
多

重
性

、
多

様
性

及
び

位
置

的
分

散
」
，

「
悪

影
響

防
止

」
，

「
環

境
条

件
等

」
並

び
に

「
操

作
性

及
び

試
験

・
検

査
性

」
に

つ
い

て
説

明
し

，
技

術
基

準
規

則
第

54
条

（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
に

適
合

し
て

い
る

こ
と

を
示

す
。

資
料

4
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

火
災

防
護

に
関

す
る

説
明

書
火

災
発

生
防

止
，

火
災

の
感

知
及

び
消

火
の

そ
れ

ぞ
れ

を
考

慮
し

た
火

災
防

護
対

策
を

行
う

こ
と

を
説

明
し

，
技

術
基

準
規

則
第

52
条

（
火

災
に

よ
る

損
傷

の
防

止
）
に

適
合

し
て

い
る

こ
と

を
示

す
。

資
料

5
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

溢
水

防
護

に
関

す
る

説
明

書

溢
水

の
発

生
に

よ
り

要
求

さ
れ

る
機

能
を

損
な

う
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
に

，
溢

水
防

護
対

策
そ

の
他

の
適

切
な

処
理

を
実

施
す

る
こ

と
を

説
明

し
，

技
術

基
準

規
則

第
54

条
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
に

適
合

し
て

い
る

こ
と

を
示

す
。

資
料

6
設

計
及

び
工

事
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

に
関

す
る

説
明

書

「
設

計
及

び
工

事
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

」
に

基
づ

き
，

設
計

に
係

る
品

質
管

理
の

方
法

に
よ

り
行

っ
た

管
理

の
実

績
又

は
行

お
う

と
し

て
い

る
管

理
の

計
画

並
び

に
工

事
及

び
検

査
に

係
る

品
質

管
理

の
方

法
，

組
織

等
に

つ
い

て
具

体
的

な
計

画
を

示
す

。

資
料

7
耐

震
性

に
関

す
る

説
明

書

技
術

基
準

規
則

第
50

条
（
地

震
に

よ
る

損
傷

の
防

止
）
に

適
合

し
て

お
り

，
ま

た
，

第
74

条
（
電

源
設

備
）

の
特

に
高

い
信

頼
性

の
要

求
を

受
け

て
，

基
準

地
震

動
Ｓ

ｓ
に

よ
る

地
震

力
に

対
し

て
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
こ

と
に

加
え

，
弾

性
設

計
用

地
震

動
Ｓ

ｄ
に

よ
る

地
震

力
又

は
静

的
地

震
力

の
い

ず
れ

か
大

き
い

方
の

地
震

力
に

対
し

て
概

ね
弾

性
状

態
に

留
ま

る
範

囲
で

耐
え

ら
れ

る
設

計
と

す
る

こ
と

に
つ

い
て

示
す

。

（
３

）
工

事
計

画
（
添

付
書

類
）

6
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３
．

技
術

基
準

規
則

適
合

の
た

め
の

設
計

方
針

等
に

つ
い

て
（
１

／
４

）

技
術

基
準

規
則

基
本

設
計

方
針

（
主

な
変

更
例

を
示

す
）

添
付

書
類

他
に

つ
い

て

第
50

条
地

震
に

よ
る

損
傷

の
防

止
（
第

１
項

）

一
常

設
耐

震
重

要
重

大
事

故
防

止
設

備
が

設
置

さ
れ

る
重

大
事

故
等

対
処

施
設

(特
定

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

除
く
。

) 
基

準
地

震
動

に
よ

る
地

震
力

に
対

し
て

重
大

事
故

に
至

る
お

そ
れ

が
あ

る
事

故
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
が

な
い

こ
と

。

三
常

設
重

大
事

故
緩

和
設

備
が

設
置

さ
れ

る
重

大
事

故
等

対
処

施
設

(特
定

重
大

事
故

等
対

処
施

設
を

除
く
。

) 
基

準
地

震
動

に
よ

る
地

震
力

に
対

し
て

重
大

事
故

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
こ

と
。

・
既

工
認

の
基

本
設

計
方

針
内

の
重

大
事

故
等

対
処

施
設

（
主

要
設

備
）
の

設
備

分
類

の
表

に
12

5V
系

蓄
電

池
（
３

系
統

目
）
を

追
加

・
耐

震
性

に
関

す
る

説
明

書

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
の

設
置

に
伴

い
，

十
分

な
耐

震
性

を
有

す
る

こ
と

を
確

認
し

た
。

第
52

条
火

災
に

よ
る

損
傷

の
防

止
（
第

１
項

）

一
火

災
の

発
生

を
防

止
す

る
た

め
、

次
の

措
置

を
講

ず
る

こ
と

。
イ

発
火

性
又

は
引

火
性

の
物

質
を

内
包

す
る

系
統

の
漏

え
い

防
止

そ
の

他
の

措
置

を
講

ず
る

こ
と

。
ロ

重
大

事
故

等
対

処
施

設
に

は
、

不
燃

性
材

料
又

は
難

燃
性

材
料

を
使

用
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

次
に

掲
げ

る
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
（
１

）
重

大
事

故
等

対
処

施
設

に
使

用
す

る
材

料
が

、
代

替
材

料
で

あ
る

場
合

（
２

）
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
機

能
を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
な

代
替

材
料

の
使

用
が

技
術

上
困

難
な

場
合

で
あ

っ
て

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

に
お

け
る

火
災

に
起

因
し

て
他

の
重

大
事

故
等

対
処

施
設

に
お

い
て

火
災

が
発

生
す

る
こ

と
を

防
止

す
る

た
め

の
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
場

合
ハ

避
雷

設
備

そ
の

他
の

自
然

現
象

に
よ

る
火

災
発

生
を

防
止

す
る

た
め

の
設

備
を

施
設

す
る

こ
と

。
ニ

水
素

の
供

給
設

備
そ

の
他

の
水

素
が

内
部

に
存

在
す

る
可

能
性

が
あ

る
設

備
に

あ
っ

て
は

、
水

素
の

燃
焼

が
起

き
た

場
合

に
お

い
て

も
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
を

損
な

わ
な

い
よ

う
施

設
す

る
こ

と
。

二
火

災
の

感
知

及
び

消
火

の
た

め
、

火
災

と
同

時
に

発
生

す
る

と
想

定
さ

れ
る

自
然

現
象

に
よ

り
、

火
災

感
知

設
備

及
び

消
火

設
備

の
機

能
が

損
な

わ
れ

る
こ

と
が

な
い

よ
う

に
施

設
す

る
こ

と
。

・
変

更
な

し
・
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

火
災

防
護

に
関

す
る

説
明

書

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
の

設
置

に
伴

い
，

火
災

の
発

生
防

止
，

火
災

の
感

知
及

び
消

火
の

そ
れ

ぞ
れ

を
考

慮
し

た
火

災
防

護
対

策
が

図
ら

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

た
。

7

98



３
．

技
術

基
準

規
則

適
合

の
た

め
の

設
計

方
針

等
に

つ
い

て
（
２

／
４

）

技
術

基
準

規
則

基
本

設
計

方
針

（
主

な
変

更
例

を
示

す
）

添
付

書
類

他
に

つ
い

て

第
54

条

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（
第

1，
2項

）

第
1項

一
想

定
さ

れ
る

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

温
度

、
放

射
線

、
荷

重
そ

の
他

の
使

用
条

件
に

お
い

て
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

を
有

効
に

発
揮

す
る

こ
と

。
二

想
定

さ
れ

る
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
確

実
に

操
作

で
き

る
こ

と
。

三
健

全
性

及
び

能
力

を
確

認
す

る
た

め
、

発
電

用
原

子
炉

の
運

転
中

又
は

停
止

中
に

必
要

な
箇

所
の

保
守

点
検

(試
験

及
び

検
査

を
含

む
。

)が
で

き
る

こ
と

。
四

本
来

の
用

途
以

外
の

用
途

と
し

て
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

使
用

す
る

設
備

に
あ

っ
て

は
、

通
常

時
に

使
用

す
る

系
統

か
ら

速
や

か
に

切
り

替
え

ら
れ

る
機

能
を

備
え

る
こ

と
。

五
工

場
等

内
の

他
の

設
備

に
対

し
て

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
こ

と
。

六
想

定
さ

れ
る

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

操
作

及
び

復
旧

作
業

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

放
射

線
量

が
高

く
な

る
お

そ
れ

が
少

な
い

設
置

場
所

の
選

定
、

設
置

場
所

へ
の

遮
蔽

物
の

設
置

そ
の

他
の

適
切

な
措

置
を

講
ず

る
こ

と
。

第
2項

一
想

定
さ

れ
る

重
大

事
故

等
の

収
束

に
必

要
な

容
量

を
有

す
る

こ
と

。

三
常

設
重

大
事

故
防

止
設

備
に

は
、

共
通

要
因

(設
置

許
可

基
準

規
則

第
二

条
第

二
項

第
十

八
号

に
規

定
す

る
共

通
要

因
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

)に
よ

っ
て

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

の
安

全
機

能
と

同
時

に
そ

の
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
よ

う
、

適
切

な
措

置
を

講
ず

る
こ

と
。

・
既

工
認

の
基

本
設

計
方

針
内

に
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
を

設
置

す
る

特
定

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

建
屋

の
情

報
を

追
加

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
は

，
重

大
事

故
等

時
に

お
け

る
そ

れ
ぞ

れ
の

場
所

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
は

，
特

定
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
建

屋
に

設
置

す
る

こ
と

で
，

自
然

現
象

等
か

ら
防

護
し

，
原

子
炉

建
屋

付
属

棟
や

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

と
共

通
要

因
に

よ
っ

て
同

時
に

機
能

を
損

な
わ

な
い

よ
う

，
位

置
的

分
散

を
図

る
設

計
と

す
る

。

・
安

全
設

備
及

び
重

大
事

故
等

対
処

設
備

が
使

用
さ

れ
る

条
件

の
下

に
お

け
る

健
全

性
に

関
す

る
説

明
書

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
の

設
置

に
伴

い
，

想
定

さ
れ

る
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
の

使
用

条
件

等
で

の
健

全
性

に
つ

い
て

確
認

し
た

。

8
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３
．

技
術

基
準

規
則

適
合

の
た

め
の

設
計

方
針

等
に

つ
い

て
（
３

／
４

）

技
術

基
準

規
則

基
本

設
計

方
針

（
主

な
変

更
例

を
示

す
）

添
付

書
類

他
に

つ
い

て

第
72

条
電

源
設

備
（
第

2項
）

発
電

用
原

子
炉

施
設

に
は

、
第

四
十

五
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
設

置
さ

れ
る

非
常

用
電

源
設

備
及

び
前

項
の

規
定

に
よ

り
設

置
さ

れ
る

電
源

設
備

の
ほ

か
、

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

の
電

源
が

喪
失

し
た

こ
と

に
よ

り
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
炉

心
の

著
し

い
損

傷
、

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

、
貯

蔵
槽

内
燃

料
体

等
の

著
し

い
損

傷
及

び
運

転
停

止
中

原
子

炉
内

燃
料

体
の

著
し

い
損

傷
を

防
止

す
る

た
め

の
常

設
の

直
流

電
源

設
備

を
施

設
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

・
既

工
認

の
基

本
設

計
方

針
内

に
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
を

設
置

す
る

特
定

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

建
屋

の
情

報
を

追
加

更
な

る
信

頼
性

を
向

上
す

る
た

め
，

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

の
電

源
が

喪
失

（
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

）
し

た
場

合
に

，
重

大
事

故
等

の
対

応
に

必
要

な
設

備
に

直
流

電
力

を
供

給
す

る
た

め
，

特
に

高
い

信
頼

性
を

有
す

る
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）

を
使

用
で

き
る

設
計

と
す

る
。

・
単

線
結

線
図

，
設

定
根

拠
他

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
が

，
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
の

電
源

が
喪

失
し

た
こ

と
に

よ
り

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

，
重

大
事

故
等

の
対

応
に

必
要

な
設

備
に

電
気

の
供

給
を

行
う

機
能

を
有

す
る

常
設

の
直

流
電

源
設

備
で

あ
る

こ
と

を
確

認
し

た
。

第
73

条
計

装
設

備

発
電

用
原

子
炉

施
設

に
は

、
重

大
事

故
等

が
発

生
し

、
計

測
機

器

（
非

常
用

の
も

の
を

含
む

。
）
の

故
障

に
よ

り
当

該
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

監
視

す
る

こ
と

が
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
（
設

置
許

可
基

準
規

則
第

十
六

条
第

三
項

第
二

号
に

規
定

す
る

パ
ラ

メ
ー

タ
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
を

計
測

す
る

こ
と

が
困

難
と

な
っ

た
場

合
に

お
い

て
当

該
パ

ラ
メ

ー
タ

を
推

定
す

る
た

め
に

有
効

な
情

報
を

把
握

で
き

る
設

備
を

施
設

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

・
既

工
認

の
基

本
設

計
方

針
内

に
計

器
電

源
喪

失
時

の
代

替
電

源
設

備
と

し
て

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
を

追
加

・
安

全
設

備
及

び
重

大
事

故
等

対
処

設
備

が
使

用
さ

れ
る

条
件

の
下

に
お

け
る

健
全

性
に

関
す

る
説

明
書

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
の

設
置

に
伴

い
，

想
定

さ
れ

る
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
の

使
用

条
件

等
で

の
健

全
性

に
つ

い
て

確
認

し
た

。

9
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３
．
技
術
基
準
規
則
適
合
の
た
め
の
設
計
方
針
等
に
つ
い
て
（
４
／
４
）

技
術

基
準

規
則

基
本

設
計

方
針

（
主

な
変

更
例

を
示

す
）

添
付

書
類

他
に
つ
い
て

第
７
８
条

準
用

（
第

２
項

）
原

子
力

発
電

工
作

物
に
係

る
電

気
設

備
に
関

す
る
技

術
基

準
を
定

め
る
命

令
第
四
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
及
び

第
三
十
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
重
大
事
故
等
対
処
施
設
に

施
設
す
る
電
気
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
例
：
原
子
力
発
電
工
作
物
に
係
る
電
気
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
命

令
第

四
条

）

電
気
設
備
は
、
感
電
、
火
災
そ
の
他
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
物
件
に

損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
既
工
認
か
ら
の
変
更
な
し

適
用
基
準
及
び
適
用
規
格
に

記
載
さ
れ
て
お
り
，
準
用
す
る

設
計
に
変
更
は
な
い
。

・
変

更
な
し

・
第

８
条

（
立

入
り
の

防
止

）
，
第

９
条

（
発

電
用

原
子

炉
施

設
へ

の
人

の
不

法
な
侵

入
等

の
防

止
）
，
第

１
３
条

（
安

全
避

難
通

路
等

）
，
第

４
９
条

（
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
地

盤
）
，
第

５
１
条

（
津

波
に
よ
る
損

傷
の

防
止

）
に
つ
い
て
も
，
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
対

す
る

要
求

で
あ
り
関

係
条

文
と
な
る
が

，
本

工
事

計
画

に
お
い
て
，
既

工
事

計
画

の
適

合
性

確
認

結
果

に
影

響
を
与

え
る
も
の

で
は

な
い
。

1
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４
．

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
の

基
本

方
針

（
１

）
基

本
設

計
方

針
➢

主
な

変
更

箇
所

と
し

て
，

そ
の

他
発

電
用

原
子

炉
の

附
属

施
設

（
非

常
用

電
源

設
備

）
の

基
本

設
計

方
針

に
，

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
か

ら
の

電
力

供
給

に
係

る
記

載
を

追
加

す
る

。
具

体
的

な
追

記
内

容
は

，
以

下
の

と
お

り
。

3.
 直

流
電

源
設

備
及

び
計

測
制

御
用

電
源

設
備

3.
1

常
設

直
流

電
源

設
備

（略
）

更
な

る
信

頼
性

を
向

上
す

る
た

め
，
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
の

交
流

電
源

が
喪

失
(全

交
流

動
力

電
源

喪
失

)し
た

場
合

に
，
重

大
事

故
等

の
対

応
に

必
要

な
設

備
に

直
流

電
力

を
供

給
す

る

た
め

，
特

に
高

い
信

頼
性

を
有

す
る

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（３
系

統
目

）を
使

用
で

き
る

設
計

と
す

る
。
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（３

系
統

目
）は

，
12

5V
系

蓄
電

池
（３

系
統

目
），

電
路

等
で

構
成

し
，
直

流
12

5V
充

電
器

（３
系

統
目

）（
12

5 
V
，

30
0 

A
の

も
の

を
1個

），
直

流
12

5V
主

母
線

盤
（３

系
統

目
）（

12
5 

V
，

12
00

 A
の

も
の

を
1個

）を
経

由
し

，
直

流
12

5V
主

母
線

盤
2A

・2
B
，
緊

急

用
直

流
12

5V
主

母
線

盤
へ

電
力

を
供

給
で

き
る

設
計

と
す

る
。
ま

た
，
無

停
電

電
源

装
置

（３
系

統
目

用
），

無
停

電
電

源
切

替
盤

（３
系

統
目

用
）（

12
0 

V
，

40
0 

A
の

も
の

を
4個

）を
経

由
し

，
非

常

用
無

停
電

計
装

分
電

盤
及

び
緊

急
用

無
停

電
計

装
分

電
盤

へ
電

力
を

供
給

で
き

る
設

計
と

す
る

。

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（３
系

統
目

）の
12

5V
系

蓄
電

池
（３

系
統

目
）は

，
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

か
ら

1時
間

以
内

に
中

央
制

御
室

に
お

い
て

不
要

な
負

荷
の

切
り

離
し

を
行

う
こ

と
，
ま

た
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

か
ら

8時
間

後
に

中
央

制
御

室
外

に
お

い
て

不
要

な
負

荷
の

切
り

離
し

を
行

う
こ

と
で

，
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

か
ら

24
時

間
に

わ
た

り
，

12
5V

系
蓄

電
池

（３
系

統
目

）か
ら

電

力
を

供
給

で
き

る
設

計
と

す
る

。

ま
た

，
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（３

系
統

目
）は

，
特

に
高

い
信

頼
性

を
有

す
る

直
流

電
源

設
備

と
す

る
た

め
，
基

準
地

震
動

Ｓ
ｓ
に

よ
る

地
震

力
に

対
し

て
，
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必

要
な

機
能

が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
が

な
い

こ
と

に
加

え
，
弾

性
設

計
用

地
震

動
Ｓ

ｄ
に

よ
る

地
震

力
又

は
静

的
地

震
力

の
い

ず
れ

か
大

き
い

方
の

地
震

力
に

対
し

て
，
お

お
む

ね
弾

性
状

態
に

留
ま

る

範
囲

で
耐

え
ら

れ
る

よ
う

に
設

計
す

る
。

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（３
系

統
目

）の
12

5V
系

蓄
電

池
（３

系
統

目
）は

，
内

に
設

置
す

る
こ

と
で

，
原

子
炉

建
屋

付
属

棟
内

の
2C

・2
D

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
及

び
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

デ
ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
並

び
に

12
5V

系
蓄

電
池

A
系

・B
系

及
び

H
P

C
S
系

と
共

通
要

因
に

よ
っ

て
同

時
に

機
能

を
損

な
わ

な
い

よ
う

，
位

置
的

分
散

を
図

る
設

計

と
す

る
。

ま
た

，
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（３

系
統

目
）の

12
5V

系
蓄

電
池

（３
系

統
目

）は
，

内
に

設
置

す
る

こ
と

で
，
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
保

管
場

所
（西

側
）及

び
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
保

管
場

所
（南

側
）に

保
管

す
る

可
搬

型
代

替
低

圧
電

源
車

及
び

可
搬

型
整

流
器

を
用

い
た

可
搬

型
代

替
直

流
電

源
設

備
と

共
通

要
因

に
よ

っ
て

同
時

に
機

能
を

損
な

わ
な

い
よ

う
，
位

置
的

分
散

を
図

る
設

計
と

す
る

。

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（３
系

統
目

）は
，

12
5V

系
蓄

電
池

（３
系

統
目

）か
ら

直
流

12
5V

主
母

線
盤

2A
・2

B
ま

で
の

系
統

に
お

い
て

，
独

立
し

た
電

路
で

系
統

構
成

す
る

こ
と

に
よ

り
，

12
5V

系

蓄
電

池
A
系

・B
系

か
ら

直
流

12
5V

主
母

線
盤

2A
・2

B
ま

で
の

系
統

及
び

可
搬

型
直

流
電

源
設

備
か

ら
直

流
12

5V
主

母
線

盤
2A

・2
B
ま

で
の

系
統

に
対

し
て

，
独

立
性

を
有

す
る

設
計

と
す

る
。

こ
れ

ら
の

位
置

的
分

散
及

び
電

路
の

独
立

性
に

よ
っ

て
，
常

設
代

替
直

流
電

源
設

備
（３

系
統

目
）は

非
常

用
直

流
電

源
設

備
及

び
可

搬
型

代
替

直
流

電
源

設
備

に
対

し
て

独
立

性
を

有
す

る
設

計

と
す

る
。

1
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５
．

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
の

詳
細

設
計

（
１

／
７

）

（
１

）
容

量
設

定
根

拠
（
資

料
2
詳

細
）

➢
1
2
5
V

系
蓄

電
池

（
３

系
統

目
）
の

必
要

容
量

は
，

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
時

に
必

要
な

直
流

負
荷

へ
電

力
を

以
下

の
と

お
り

算
出

し
た

。
容

量
の

算
出

は
1
2
5
V

系
蓄

電
池

A
系

及
び

緊
急

用
1
2
5
V

系
よ

り
も

負
荷

容
量

の
大

き
い

1
2
5
V

系
蓄

電
池

B
系

を
用

い
て

行
う

こ
と

と
し

，
そ

の
負

荷
を

第
1
表

に
示

す
。

𝐶
1 𝐿
𝐾
𝐼

𝐾
𝐼

𝐼
𝐾

𝐼
𝐼

⋯
𝐾

𝐼
𝐼

.
24
.3
2

12
08

24
.3
1

25
2

12
08

23
.3
2

23
6

25
2

15
.3
2

15
7

23
6

56
93
.5
≒
56
94
𝐴ℎ

負
荷

名
称

負
荷

電
流

（
A

）
と

運
転

時
間

（
分

）
0～

1分
1分

～
60

分
60

分
～

54
0分

54
0分

～
14

40
分

メ
タ

ル
ク

ラ
ッ

ド
開

閉
装

置
遮

断
器

制
御

電
源

55
5

0
0

0
パ

ワ
ー

セ
ン

タ
遮

断
器

制
御

電
源

15
4

0
0

0
２

Ｄ
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

初
期

励
磁

（
20

0）
0

0
0

中
央

制
御

室
直

流
非

常
灯

15
15

15
15

直
流

計
測

制
御

電
源

12
0

12
0

12
0

66
非

常
用

ガ
ス

処
理

系
・
非

常
用

ガ
ス

再
循

環
系

制
御

盤
50

0
0

0
計

測
装

置

（
格

納
容

器
雰

囲
気

放
射

線
モ

ニ
タ

（
Ｄ

／
Ｗ

，
Ｓ

／
Ｃ

）
，

原
子

炉
圧

力
，

原
子

炉
水

位
等

）
16

16
16

16

Ａ
Ｔ

Ｗ
Ｓ

緩
和

設
備

用
伝

送
器

3
3

3
－

主
蒸

気
逃

が
し

安
全

弁
2

2
2

2
非

常
用

無
停

電
電

源
装

置
Ｂ

（
80

）
（
80

）
（
64

）
（
42

）
無

停
電

電
源

装
置

（
３

系
統

目
用

）
80

80
64

42
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）

16
16

16
16

遠
隔

切
替

回
路

8
0

0
0

負
荷

余
裕

18
9

－
－

－
合

計
12

08
25

2
23

6
15

7

C
t
：

必
要

容
量

（
A

h
）

L
：

保
守

率
＝

0.
8（

単
位

な
し

）
K
n
：

保
守

換
算

時
間

（
時

）
K
1
（

0
～

1
分

）
=
2
4
.
3
2

K
2
（

1
～

6
0
分

）
=
2
4
.
3
1

K
3
（

6
0
～

5
4
0
分

）
=
2
3
.
3
2

K
4
（

5
4
0
～

1
4
4
0
分

）
=
1
5
.
3
2

I
n
：

負
荷

電
流

（
A
）

I
1
（

0
～

1
分

）
=
1
2
0
8

I
2
（

1
～

6
0
分

）
=
2
5
2

I
3
（

6
0
～

5
4
0
分

）
=
2
3
6

I
4
（

5
4
0
～

1
4
4
0
分

）
=
1
5
7

（
参
考
文
献
：
電
池
工
業
会
規
格

「
鉛
蓄
電
池
の
容
量
算
出
法
」

Ｓ
Ｂ

Ａ
Ｓ

０
６

０
１

：
2
0
1
4
）

➢
以

上
よ

り
，

1
2
5
V

系
蓄

電
池

（
３

系
統

目
）
の

容
量

は
，

5
,6

9
4
 A

h
を

上
回

る
6
,0

0
0
 A

h
/
組

と
す

る
。

第
1
表

蓄
電

池
負

荷
積

み
上

げ
（
1
2
5
V

蓄
電

池
（
３

系
統

目
）
）

1
2
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５
．

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
の

詳
細

設
計

（
２

／
７

）

（
２

）
安

全
設

備
及

び
重

大
事

故
等

対
処

設
備

が
使

用
さ

れ
る

条
件

の
下

に
お

け
る

健
全

性
（
資

料
3
詳

細
）

➢
多

重
性

又
は

多
様

性
及

び
独

立
性

並
び

に
位

置
的

分
散

に
つ

い
て

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
は

，
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
と

同
時

に
そ

の
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
よ

う
，

可
能

な
限

り
多

重
性

又
は

多
様

性
及

び
独

立
性

，
位

置
的

分
散

を
考

慮
し

て
適

切
な

措
置

を
考

慮
し

た
設

計
と

す
る

。

①
自

然
現

象
に

対
す

る
考

慮
a．

地
震

，
津

波
（
敷

地
に

遡
上

す
る

津
波

を
含

む
。

）
・
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
が

設
置

さ
れ

る
建

屋
等

の
地

盤
の

評
価

及
び

耐
震

設
計

・
耐

津
波

設
計

に
つ

い
て

は
，

資
料

7
「
耐

震
性

に
関

す
る

説
明

書
」
及

び
特

重
設

工
認

に
基

づ
き

実
施

す
る

。
・
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
の

耐
津

波
設

計
に

つ
い

て
は

，
既

設
建

屋
に

つ
い

て
は

既
工

認
に

よ
り

，
特

重
施

設
に

つ
い

て
は

特
重

設
工

認
に

よ
る

。
b．

風
（
台

風
）
，

竜
巻

，
落

雷
，

生
物

学
的

事
象

，
森

林
火

災
及

び
高

潮
・
風

（
台

風
）
，

竜
巻

，
落

雷
，

生
物

学
的

事
象

，
森

林
火

災
及

び
高

潮
に

対
し

て
，

損
傷

の
防

止
が

図
ら

れ
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

。
こ

れ
ら

の
設

計
に

つ
い

て
は

，
既

設
建

屋
に

つ
い

て
は

既
工

認
に

よ
り

，
特

重
施

設
に

つ
い

て
は

特
重

設
工

認
に

よ
る

。

②
外

部
人

為
事

象
に

対
す

る
考

慮
・
爆

発
，

近
隣

工
場

等
の

火
災

，
危

険
物

を
搭

載
し

た
車

両
，

有
毒

ガ
ス

，
船

舶
の

衝
突

に
対

し
て

，
損

傷
の

防
止

が
図

ら
れ

た
建

屋
内

に
設

置
す

る
。

・
飛

来
物

（
航

空
機

落
下

）
に

対
し

て
，

設
計

基
準

事
故

対
処

設
備

と
位

置
的

分
散

が
図

ら
れ

た
建

屋
内

に
設

置
す

る
。

こ
れ

ら
の

設
計

に
つ

い
て

は
，

既
設

建
屋

に
つ

い
て

は
既

工
認

，
特

重
施

設
に

つ
い

て
は

特
重

設
工

認
に

よ
る

。

③
火

災
，

溢
水

に
対

す
る

考
慮

・
資

料
4
「
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

火
災

防
護

に
関

す
る

説
明

書
」
及

び
資

料
5

「
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

溢
水

防
護

に
関

す
る

説
明

書
」
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

1
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５
．

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
の

詳
細

設
計

（
３

／
７

）

（
続

き
）

④
サ

ポ
ー

ト
系

に
対

す
る

考
慮

・
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
は

，
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
等

と
異

な
る

電
源

を
用

い
る

設
計

と
す

る
か

，
電

源
が

同
じ

場
合

は
別

の
手

段
に

よ
る

対
応

が
可

能
な

設
計

と
す

る
。

➢
悪

影
響

防
止

に
つ

い
て

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
は

，
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
設

計
と

す
る

。
他

の
設

備
へ

の
悪

影
響

と
し

て
は

，
他

の
設

備
へ

の
系

統
的

な
影

響
，

地
震

，
火

災
，

風
（
台

風
）
，

及
び

竜
巻

に
よ

る
影

響
を

考
慮

す
る

。

①
他

の
設

備
へ

の
系

統
的

な
影

響
（
電

気
的

な
影

響
含

む
。

）
・
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
は

，
重

大
事

故
等

発
生

前
（
通

常
時

）
の

隔
離

さ
れ

た
状

態
か

ら
遮

断
器

の
操

作
等

に
よ

り
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
し

て
の

系
統

構
成

と
す

る
こ

と
で

，
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
設

計
と

す
る

。
②

地
震

，
火

災
に

よ
る

影
響

・
資

料
７

「
耐

震
性

に
関

す
る

説
明

書
」
，

資
料

４
「
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

火
災

防
護

に
関

す
る

説
明

書
」
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

③
風

（
台

風
）
及

び
竜

巻
に

よ
る

影
響

・
自

然
現

象
に

よ
る

損
傷

の
防

止
が

図
ら

れ
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

こ
と

で
，

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
設

計
と

す
る

。

➢
環

境
条

件
等

に
つ

い
て

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
は

，
重

大
事

故
等

時
の

温
度

，
放

射
線

，
荷

重
及

び
そ

の
他

の
使

用
条

件
に

お
い

て
，

そ
の

機
能

が
有

効
に

発
揮

で
き

る
よ

う
，

そ
の

設
置

場
所

（
使

用
場

所
）
に

応
じ

た
耐

環
境

性
を

有
す

る
設

計
と

す
る

と
と

も
に

，
操

作
が

可
能

な
設

計
と

す
る

。
重

大
事

故
等

発
生

時
の

環
境

条
件

に
つ

い
て

は
，

温
度

（
環

境
温

度
及

び
使

用
温

度
）
，

放
射

線
，

荷
重

の
み

な
ら

ず
，

そ
の

他
の

使
用

条
件

と
し

て
，

環
境

圧
力

，
湿

度
に

よ
る

影
響

，
電

磁
的

障
害

及
び

周
辺

機
器

等
か

ら
の

悪
影

響
を

考
慮

す
る

。

1
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５
．

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
の

詳
細

設
計

（
４

／
７

）

（
続

き
）

➢
操

作
性

及
び

試
験

・
検

査
性

に
つ

い
て

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
は

，
想

定
さ

れ
る

重
大

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

も
操

作
を

確
実

な
も

の
と

す
る

た
め

，
重

大
事

故
等

時
の

環
境

条
件

を
考

慮
し

，
操

作
が

可
能

な
設

計
と

す
る

。
ま

た
，

健
全

性
及

び
能

力
を

確
認

す
る

た
め

，
必

要
な

保
守

点
検

，
試

験
又

は
検

査
が

可
能

な
設

計
と

す
る

。

1
5
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５
．

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
の

詳
細

設
計

（
５

／
７

）

（
３

）
火

災
防

護
対

策
（
資

料
4
詳

細
）

➢
火

災
区

域
及

び
火

災
区

画
の

設
定

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
に

係
る

火
災

区
域

及
び

火
災

区
画

の
設

定
に

つ
い

て
，

既
設

建
屋

に
つ

い
て

は
既

工
認

に
よ

り
，

に
つ

い
て

は
令

和
5
年

5
月

3
1
日

付
け

発
室

発
第

3
9
号

を
も

っ
て

申
請

し
た

設
計

及
び

工
事

計
画

認
可

申
請

書
に

よ
る

。

➢
火

災
の

発
生

防
止

①
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
の

火
災

の
発

生
防

止
・
蓄

電
池

を
設

置
す

る
火

災
区

域
又

は
火

災
区

画
は

，
水

素
濃

度
検

出
器

を
設

置
し

，
水

素
検

知
に

よ
り

警
報

を
発

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
蓄

電
池

室
は

空
調

機
器

に
よ

る
機

械
換

気
を

行
う

設
計

と
す

る
。

万
一

，
空

調
機

器
が

異
常

に
よ

り
停

止
し

た
場

合
は

，
中

央
制

御
室

又
は

に
警

報
を

発
報

す
る

設
計

と
し

，
運

転
員

又
は

に
よ

る
現

場
で

の
遮

断
器

開
放

に
よ

り
，

空
調

機
器

が
復

帰
す

る
ま

で
の

間
は

，
蓄

電
池

に
充

電
し

な
い

運
用

と
す

る
。

・
蓄

電
池

室
に

は
，

蓄
電

池
充

電
時

に
水

素
が

発
生

す
る

こ
と

か
ら

，
発

火
源

と
な

る
直

流
開

閉
装

置
や

イ
ン

バ
ー

タ
を

設
置

し
な

い
設

計
と

す
る

。
・
電

気
系

統
は

，
過

電
流

に
よ

る
過

熱
や

焼
損

を
防

止
す

る
た

め
に

，
保

護
継

電
器

及
び

遮
断

器
に

よ
り

，
故

障
回

路
を

早
期

に
遮

断
す

る
設

計
と

す
る

。

②
不

燃
性

材
料

又
は

難
燃

性
材

料
の

使
用

・
主

要
な

構
造

材
及

び
建

屋
の

内
装

材
は

，
不

燃
性

材
料

又
は

同
等

の
性

能
を

有
す

る
材

料
，

換
気

空
調

設
備

の
フ

ィ
ル

タ
は

難
燃

性
材

料
，

屋
内

の
変

圧
器

及
び

遮
断

器
は

，
絶

縁
油

を
内

包
し

な
い

も
の

を
使

用
す

る
設

計
と

す
る

。
・
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
に

使
用

す
る

ケ
ー

ブ
ル

は
，

難
燃

ケ
ー

ブ
ル

を
使

用
す

る
設

計
と

す
る

。

③
落

雷
，

地
震

等
の

自
然

現
象

に
よ

る
火

災
の

発
生

防
止

・
自

然
現

象
に

対
す

る
火

災
発

生
防

止
対

策
と

し
て

，
避

雷
設

備
の

設
置

及
び

接
地

網
の

敷
設

を
行

う
設

計
，

耐
震

設
計

，
森

林
火

災
か

ら
防

護
す

る
設

計
及

び
竜

巻
（
風

（
台

風
含

む
。

）
）
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。

1
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５
．

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
の

詳
細

設
計

（
６

／
７

）

（
続

き
）

➢
火

災
の

感
知

及
び

消
火

①
蓄

電
池

室
は

，
蓄

電
池

の
充

電
中

に
少

量
の

水
素

が
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
こ

と
か

ら
，

万
一

の
水

素
濃

度
の

上
昇

を
考

慮
し

，
非

ア
ナ

ロ
グ

式
の

防
爆

型
の

煙
感

知
器

及
び

非
ア

ナ
ロ

グ
式

の
防

爆
型

の
熱

感
知

器
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

②
火

災
受

信
機

盤
は

，
で

常
時

監
視

で
き

，
か

ら
の

受
電

も
可

能
な

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
蓄

電
池

室
に

つ
い

て
は

，
中

央
制

御
室

及
び

緊
急

時
対

策
所

に
お

い
て

も
監

視
で

き
る

設
計

と
す

る
。

③
蓄

電
池

室
に

は
ハ

ロ
ゲ

ン
化

物
自

動
消

火
設

備
（
全

域
）
を

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

消
火

設
備

は
，

消
防

法
施

行
令

に
基

づ
く
容

量
を

確
保

し
，

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
を

想
定

し
た

電
源

の
確

保
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

④
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
を

設
置

す
る

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

の
火

災
感

知
設

備
及

び
消

火
設

備
は

，
地

震
時

及
び

地
震

後
に

お
い

て
基

準
地

震
動

Ｓ
ｓ
に

よ
る

地
震

力
に

対
し

，
機

能
及

び
性

能
を

保
持

す
る

設
計

と
す

る
。

第
1
図

全
域

ハ
ロ

ン
消

火
設

備
構

成
図
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５
．

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
の

詳
細

設
計

（
７

／
７

）

（
４

）
溢

水
防

護
対

策
（
資

料
5
詳

細
）

➢
1
2
5
V

系
蓄

電
池

（
３

系
統

目
）
，

直
流

1
2
5
V

 充
電

器
（
３

系
統

目
）
，

直
流

1
2
5
V

主
母

線
盤

（
３

系
統

目
）

，
無

停
電

電
源

装
置

（
３

系
統

目
用

）
，

無
停

電
電

源
切

替
盤

（
３

系
統

目
用

）
，

直
流

1
2
5
V

遠
隔

切
替

操
作

盤
（
３

系
統

目
用

）
，

無
停

電
電

源
切

替
盤

（
３

系
統

目
用

）
2
A

，
無

停
電

電
源

切
替

盤
（
３

系
統

目
用

）
緊

急
用

及
び

無
停

電
電

源
切

替
盤

（
３

系
統

目
用

）
2
B

を
防

護
す

べ
き

設
備

と
し

，
溢

水
に

よ
る

機
能

影
響

を
評

価
し

た
。

①
没

水
影

響
に

つ
い

て
は

，
防

護
す

べ
き

設
備

を
設

置
す

る
溢

水
防

護
区

画
に

溢
水

源
は

な
く
，

溢
水

防
護

区
画

外
か

ら
の

溢
水

影
響

も
な

い
こ

と
か

ら
，

没
水

に
よ

っ
て

要
求

さ
れ

る
機

能
を

損
な

う
お

そ
れ

は
な

い
こ

と
を

確
認

し
た

。
②

被
水

影
響

に
つ

い
て

は
，

1
2
5
V

系
蓄

電
池

（
３

系
統

目
）
，

直
流

1
2
5
V

 充
電

器
（
３

系
統

目
）
，

直
流

1
2
5
V

主
母

線
盤

（
３

系
統

目
）
，

無
停

電
電

源
装

置
（
３

系
統

目
用

）
，

無
停

電
電

源
切

替
盤

（
３

系
統

目
用

）
，

無
停

電
電

源
切

替
盤

（
３

系
統

目
用

）
緊

急
用

及
び

直
流

1
2
5
V

遠
隔

切
替

操
作

盤
（
３

系
統

目
用

）
は

，
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
と

の
配

置
も

含
め

て
位

置
的

分
散

が
図

ら
れ

て
お

り
，

要
求

さ
れ

る
機

能
を

損
な

う
お

そ
れ

は
な

い
こ

と
を

確
認

し
た

。
ま

た
，

無
停

電
電

源
切

替
盤

（
３

系
統

目
用

）
2
A

及
び

無
停

電
電

源
切

替
盤

（
３

系
統

目
用

）
2
B

は
，

被
水

防
護

措
置

が
な

さ
れ

て
お

り
，

要
求

さ
れ

る
機

能
を

損
な

う
お

そ
れ

は
な

い
こ

と
を

確
認

し
た

。
③

蒸
気

影
響

に
つ

い
て

は
，

1
2
5
V

系
蓄

電
池

（
３

系
統

目
）
，

直
流

1
2
5
V

 充
電

器
（
３

系
統

目
）
及

び
直

流
1
2
5
V

主
母

線
盤

（
３

系
統

目
）
は

，
に

設
置

し
，

当
該

場
所

に
高

エ
ネ

ル
ギ

ー
配

管
が

な
い

設
計

と
す

る
た

め
，

評
価

不
要

と
し

た
。

ま
た

，
無

停
電

電
源

装
置

（
３

系
統

目
用

）
，

無
停

電
電

源
切

替
盤

（
３

系
統

目
用

）
，

無
停

電
電

源
切

替
盤

（
３

系
統

目
用

）
2
A

，
無

停
電

電
源

切
替

盤
（
３

系
統

目
用

）
2
B

，
無

停
電

電
源

切
替

盤
（
３

系
統

目
用

）
緊

急
用

及
び

直
流

1
2
5
V

遠
隔

切
替

操
作

盤
（
３

系
統

目
用

）
は

，
原

子
炉

建
屋

付
属

棟
に

設
置

し
，

漏
え

い
蒸

気
に

よ
る

環
境

条
件

が
設

備
の

健
全

性
が

確
認

さ
れ

て
い

る
条

件
を

超
え

な
い

た
め

，
要

求
さ

れ
る

機
能

を
損

な
う

お
そ

れ
は

な
い

こ
と

を
確

認
し

た
。

④
屋

外
タ

ン
ク

で
発

生
す

る
溢

水
に

つ
い

て
は

，
防

護
す

べ
き

設
備

を
内

包
す

る
建

屋
に

伝
播

し
な

い
設

計
で

あ
る

こ
と

か
ら

影
響

は
な

い
。

⑤
地

下
水

に
よ

る
溢

水
に

つ
い

て
は

，
浸

水
防

止
兼

用
設

備
に

よ
り

流
入

を
防

止
す

る
設

計
で

あ
る

こ
と

か
ら

影
響

は
な

い
。

（
５

）
耐

震
設

計
（
資

料
7
詳

細
）

➢
基

準
地

震
動

Ｓ
ｓ
に

よ
る

地
震

力
に

対
し

て
，

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
が

な
い

こ
と

に
加

え
，

弾
性

設
計

用
地

震
動

Ｓ
ｄ
に

よ
る

地
震

力
又

は
静

的
地

震
力

の
い

ず
れ

か
大

き
い

方
の

地
震

力
に

対
し

て
，

お
お

む
ね

弾
性

状
態

に
留

ま
る

範
囲

で
耐

え
ら

れ
る

設
計

で
あ

る
か

を
評

価
し

，
い

ず
れ

も
応

力
の

発
生

値
は

評
価

基
準

値
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

た
。
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６
．

所
内

常
設

直
流

電
源

設
備

（
３

系
統

目
）
設

置
工

事
の

全
体

工
程

20
23
年
度

20
24
年
度

4
5

6
7

8
9

10
11

12
1

2
3

4
5

6
7

8
9

設
計
及
び
⼯
事
計
画

⼿
続
き

⼯ 事 検 査 時 期

所
内
常
設
直
流
電
源

設
備
（
３
系
統
⽬
）

の
設
置

審
査

▼
（
8/
31
）
申
請

⼯
事
期
間 検
査
時
期
※

※
検
査
時
期
は
，
⼯
事
の
進
捗
に
よ
り変

更
の
可
能
性
あ
り

1
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➢
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
の

1
2
5
V

系
蓄

電
池

（
３

系
統

目
）
は

，
既

設
の

直
流

電
源

設
備

で
あ

る
1
2
5
V

系
蓄

電
池

Ａ
系

・
Ｂ

系
で

も
使

用
す

る
制

御
弁

式
据

置
鉛

蓄
電

池
を

採
用

す
る

。
➢

1
2
5
V

系
蓄

電
池

（
３

系
統

目
）
の

仕
様

は
以

下
の

と
お

り
。

制
御

弁
式

鉛
蓄

電
池

は
，

ベ
ン

ト
型

鉛
蓄

電
池

に
比

べ
て

以
下

の
点

で
優

位
性

が
あ

る
。

〇
1
組

で
の

大
容

量
実

装
が

可
能

制
御

弁
式

鉛
蓄

電
池

1
組

の
大

容
量

の
約

3
0
0
0
A

h
を

採
用

し
て

お
り

，
ベ

ン
ト

型
蓄

電
池

の
1
組

の
大

容
量

（
約

2
4
0
0
A

h
）
以

上
と

な
っ

て
い

る
。

1
系

統
あ

た
り

の
部

品
構

成
数

が
少

な
く
な

る
事

は
全

体
の

故
障

発
生

を
小

さ
く
す

る
優

位
性

が
あ

る
こ

と
に

加
え

，
設

置
ス

ペ
ー

ス
の

縮
小

が
可

能
と

な
る

。
な

お
，

約
3
0
0
0
A

h
を

並
列

に
接

続
す

る
こ

と
に

よ
り

，
約

6
0
0
0
A

h
と

し
て

使
用

し
て

い
る

。
〇

エ
ネ

ル
ギ

ー
保

持
性

能
が

高
い

ベ
ン

ト
型

よ
り

エ
ネ

ル
ギ

ー
保

持
特

性
が

高
く
，

自
己

放
電

率
が

低
い

。
〇

水
素

放
出

量
が

小
さ

い
過

充
電

時
の

水
素

放
出

量
は

，
ベ

ン
ト

型
に

比
べ

て
少

な
い

。
（
必

要
換

気
量

も
約

2
割

小
さ

く
す

る
事

が
可

能
）

〇
不

具
合

発
生

時
の

早
期

対
応

が
可

能
鉛

蓄
電

池
と

し
て

生
産

流
通

で
主

流
型

と
な

っ
て

お
り

，
故

障
時

等
の

入
替

え
や

部
品

手
配

に
つ

い
て

ベ
ン

ト
型

よ
り

余
裕

が
あ

る
。

（
参

考
）
発

電
用

原
子

炉
設

置
変

更
許

可
の

概
要

（
１

／
５

）

名
称

仕
様

1
2
5
V

系
蓄

電
池

（
３

系
統

目
）

型
式

制
御

弁
式

据
置

鉛
蓄

電
池

組
数

1
（
1
組

当
た

り
1
3
0
個

）

容
量

6
0
0
0
A

h

電
圧

1
2
5
V

・
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
に

つ
い

て
は

，
2
0
2
1
年

1
2
月

2
2
日

発
電

用
原

子
炉

施
設

設
置

変
更

許
可

取
得

2
1
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➢
設

置
許

可
基

準
規

則
第

五
十

七
条

の
要

求
に

つ
い

て
，

設
備

及
び

設
置

場
所

に
対

す
る

考
慮

事
項

を
以

下
の

と
お

り
整

理
す

る
。

（
参

考
）
発

電
用

原
子

炉
設

置
変

更
許

可
の

概
要

（
２

／
５

）

2
2

113



無 停 電 電 源 装 置 Ａ

➢
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
は

，
特

に
高

い
信

頼
性

（
耐

震
性

等
）
を

確
保

す
る

た
め

に
，

特
定

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

建
屋

内
に

設
置

す
る

。
電

源
切

替
操

作
は

，
中

央
制

御
室

に
て

以
下

①
～

⑥
の

６
箇

所
で

実
施

。

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系

（ 電 動 機 ・ 電 動 弁 ）

Ｇ

Ｍ
Ｃ
Ｃ

２
Ｃ
系

緊
急
用

２
Ｃ
系

Ｍ
Ｃ
Ｃ

２
Ｄ
系

Ｍ
Ｃ
Ｃ

２
Ｃ
系

遮 断 器 用 制 御 電 源

（ 区 分 Ⅰ ）

２ Ｄ Ｄ ／ Ｇ 系

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系

（ 電 動 弁 ）

逃 が し 安 全 弁

（ 自 動 減 圧 機 能 ） Ａ 系

計 装 設 備

平 均 出 力 領 域 計 装

※ ３
※
１

※
１

※
２
※
３

直
流
1
2
5
V

充
電
器
Ａ

緊
急
用

直
流
1
2
5
V

主
母
線
盤

直
流
1
2
5
V

主
母
線
盤

２
Ｂ

直
流
1
2
5
V

主
母
線
盤

２
Ａ

可
搬
型

直
流
電
源
設
備
用

電
源
切
替
盤

緊
急
用

1
2
5
V
系

蓄
電
池

約
6
0
0
0
A
h

1
2
5
V
系

蓄
電
池

Ａ
系

約
6
0
0
0
A
h

可
搬
型
代
替

低
圧
電
源
車

可
搬
型

整
流
器

※
４

緊
急
用

直
流
1
2
5
V

充
電
器

直
流
1
2
5
V

Ｍ
Ｃ
Ｃ

２
Ａ
系

直
流
1
2
5
V

分
電
盤

２
Ａ
系

1
2
0
V
無
停
電

計
装
用

分
電
盤
２
Ａ

そ の 他 計 装 設 備 等

そ の 他 計 装 設 備 等

そ の 他 計 装 設 備 等

※
２

２ Ｃ Ｄ ／ Ｇ 系

遮 断 器 用 制 御 電 源

（ 区 分 Ⅱ ）

無 停 電 電 源 装 置 Ｂ 平 均 出 力 領 域 計 装

非 常 用 照 明 （ 中 央 制 御 室 ）

逃 が し 安 全 弁

（ 自 動 減 圧 機 能 ） Ｂ 系

計 装 設 備

1
2
0
V
無
停
電

計
装
用

分
電
盤
２
Ｂ

直
流
1
2
5
V

分
電
盤

２
Ｂ
系

そ の 他 計 装 設 備 等

そ の 他 計 装 設 備 等

そ の 他 計 装 設 備 等

※
６

※
５

①
切

③
入

無
停
電
電
源

切
替
盤

（
３
系
統
目
用
）

２
Ａ

無
停
電
電
源

切
替
盤

（
３
系
統
目
用
）

２
Ｂ

⑥
入

④
切

Ｍ
Ｃ
Ｃ

２
Ｄ
系

Ｍ
Ｃ
Ｃ

２
Ｃ
系

Ｍ
Ｃ
Ｃ

Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ

Ｍ
Ｃ
Ｃ

２
Ｄ
系

直
流
1
2
5
V

予
備

充
電
器

直
流
1
2
5
V

充
電
器
Ｂ

1
2
5
V
系

蓄
電
池

Ｂ
系

約
6
0
0
0
A
h

※
４

特
定
重
大
事
故
等

対
処
施
設
の

配
電
盤
よ
り

直
流
1
2
5
V

主
母
線
盤

（
３
系
統
目
）

1
2
5
V
系

蓄
電
池

（
３
系
統
目
）

約
6
0
0
0
A
h

直
流
1
2
5
V

充
電
器

（
３
系
統
目
）

無 停 電 電 源 装 置

（ ３ 系 統 目 用 ） ※
６

※
５

代
替
所
内

電
気
設
備

へ

②
入

⑤
入

無
停
電
電
源

切
替
盤

（
３
系
統
目
用
）

（
特

定
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
建

屋
内

）

：
給

電
ル

ー
ト

：
中

央
制

御
室

よ
り

遠
隔

操
作

：
「
入

」
→

「
切

」
：
「
切

」
→

「
入

」

・
直

流
12

5V
主

母
線

盤
（
３

系
統

目
）
及

び
無

停
電

電
源

切
替

盤
（
３

系
統

目
用

）
の

N
F

B
は

常
時

「
切

」

・
直

流
12

5V
主

母
線

盤
２

Ａ
・
２

Ｂ

及
び

無
停

電
電

源
切

替
盤

（
３

系
統

目
用

）
２

Ａ
・
２

Ｂ
の

３
系

統
目

側
電

源
側

N
F

B
は

常
時

「
切

」

・
直

流
12

5V
充

電
器

（
３

系
統

目
）

の
無

停
電

電
源

装
置

（
３

系
統

目
用

）
側

N
F

B
は

接
続

先
の

直

流
電

源
喪

失
後

も
必

要
な

交
流

負
荷

に
給

電
で

き
る

よ
う

，
常

時
「
入

」
と

し
，

無
停

電
電

源
装

置
（
３

系
統

目
用

）
を

待
機

状
態

と
さ

せ
て

お
く
。

・
12

5V
系

蓄
電

池
（
３

系
統

目
）
の

使
用

開
始

を
判

断
し

た
場

合
，

速
や

か
に

直
流

12
5V

主
母

線

盤
（
３

系
統

目
）
，

無
停

電
電

源
切

替
盤

（
３

系
統

目
用

）
等

の
N

F
B

を
中

央
制

御
室

か
ら

の
遠

隔
操

作
で

投
入

す
る

。

（
参

考
）
発

電
用

原
子

炉
設

置
変

更
許

可
の

概
要

（
３

／
５

）

2
3
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➢
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（
３

系
統

目
）
を

設
置

す
る

に
当

た
り

，
運

用
方

法
を

決
定

し
，

手
順

を
定

め
る

。

外
部

電
源

非
常

用
D

G
起

動
失

敗
運

転
継

続
失

敗

12
5V

系
蓄

電
池

２
Ａ

12
5V

系
蓄

電
池

２
Ｂ

12
5V

系
蓄

電
池

（
３

系
統

目
）

S
B

O
後

24
時

間
以

上
給

電
可

能

可
搬

型
代

替
直

流
電

源
設

備
（
２

系
統

目
）

24
時

間
S

B
O

発
生

D
B

兼
S

A
蓄

電
池

（
１

系
統

目
）

想
定

外
の

枯
渇

な
ど

に
よ

り
方

ト
レ

ン
の

直
流

電
源

が
機

能
喪

失

常
設

代
替

交
流

電
源

設
備

，
可

搬
型

代
替

交
流

電
源

設
備

＜
変

更
申

請
書

＞

➢
本

文
十

号
，

添
付

書
類

十
（
手

順
）

重
大

事
故

等
防

止
技

術
的

能
力

基
準

1.
0，

重
大

事
故

等
防

止
技

術
的

能
力

基
準

2.
1

1.
14

電
源

等
の

手
順

，
1.

15
事

故
時

計
装
※

※
電

源
の

文
言

追
加

の
み

の
修

正

【
基

本
的

な
運

用
想

定
】

・
1
2
5
V

系
蓄

電
池

Ａ
系

・
Ｂ

系
2
系

列
の

う
ち

，
1
系

列
に

お
い

て
，

想
定

外
の

枯
渇

等
に

よ
る

機
能

喪
失

が
あ

っ
た

場
合

に
，

給
電

開
始

す
る

。
・
給

電
を

開
始

し
，

2
4
時

間
以

上
に

わ
た

っ
て

給
電

を
継

続
す

る
。

・
可

搬
型

直
流

電
源

設
備

の
準

備
が

完
了

次
第

，
同

設
備

か
ら

の
給

電
に

切
り

替
え

，
更

に
長

期
に

わ
た

る
給

電
を

可
能

と
す

る
。

（
参

考
）
発

電
用

原
子

炉
設

置
変

更
許

可
の

概
要

（
４

／
５

）

2
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➢
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

時
，

直
流

負
荷

は
1
2
5
V

系
蓄

電
池

Ａ
系

・
Ｂ

系
か

ら
自

動
給

電
さ

れ
る

。
交

流
動

力
電

源
設

備
が

復
旧

で
き

な
い

場
合

は
，

1
2
5
V

系
蓄

電
池

Ａ
系

・
Ｂ

系
に

よ
り

2
4
時

間
以

上
に

わ
た

っ
て

給
電

が
継

続
さ

れ
る

。
➢

1
2
5
V

系
蓄

電
池

Ａ
系

・
Ｂ

系
の

機
能

が
喪

失
し

た
場

合
，

1
2
5
V

系
蓄

電
池

（
３

系
統

目
）
を

使
用

す
る

。
な

お
，

可
搬

型
代

替
直

流
電

源
設

備
の

準
備

が
完

了
し

た
場

合
に

は
，

同
設

備
か

ら
給

電
す

る
こ

と
に

よ
り

，
長

期
に

わ
た

る
負

荷
へ

の
給

電
を

可
能

と
す

る
。

1.
14

の
手

順
に

反
映

（
参

考
）
発

電
用

原
子

炉
設

置
変

更
許

可
の

概
要

（
５

／
５

）

2
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